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計画の体系 

基本目標１ 男女共同参画社会を実現する意識づくり 

  重点目標 施策の方向性 

  
１ 
男女共同参画の 
視点に立った意識の改革 

１．男女共同参画を推進するための広報・啓発活動の充実 

  ２．学校や家庭・地域における男女平等に関する教育・学習の推進 

  ３．男女共同参画に関する情報収集・提供、調査・研究の推進 
     
  

２ 
人権を尊重する 
意識の醸成 

１．メディアにおける人権を尊重した表現の促進 

  ２．性的マイノリティへの理解の促進 

  ３．国際社会における男女共同参画の推進 

 

基本目標２ 男女が共に活躍する活力あふれる地域社会づくり 

  重点目標 施策の方向性 

  

１ 
政策・方針決定 
過程における 
男女共同参画の推進 

１．市の政策・方針決定過程への女性の参画促進  

  ２．企業・地域団体等における女性の参画促進 

  ３．女性リーダーの人材育成支援 
     
  

２ 
雇用の分野における
男女共同参画の推進 

１．男女の均等な機会と待遇の確保 

  ２．女性の就労継続の促進 

  ３．女性のチャレンジ支援 
     
  

３ 
農林業・自営の 
商工業における 
男女共同参画の推進 

１．就業環境の整備  

  ２．経営・事業運営への女性の参画拡大  
     
  

４ 
仕事と生活の調和 
(ワーク・ライフ・ 
バランス)の推進 

１．仕事と生活の調和の実現に向けた啓発の推進 

  ２．家庭生活における男女共同参画の推進 

  ３．地域生活における男女共同参画の推進 

  ４．子育て・介護の支援体制の充実 

 

 

 

 

 

基本目標３ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

  重点目標 施策の方向性 

  
１ 

生涯を通じた 
健康づくりへの支援 

１．生涯を通じた男女の健康支援  

  ２．性と生殖に関する健康と権利の重要性の普及・啓発 
     
  

２ 
さまざまな困難を 
抱える男女への支援 

１．ひとり親家庭等への自立支援  

  ２．高齢者への支援 
 

 ３．障害者への支援 
     
  

３ 
女性視点を反映した 
地域の防災力の向上 

１．男女のニーズの違いを踏まえた災害対応についての啓発 

  ２．男女のニーズの違いに配慮した物資の備蓄 

 

基本目標４ 男女間のあらゆる暴力を根絶する地域社会づくり 

  重点目標 施策の方向性 

  
１ 

暴力を防ぐ 
環境づくりの推進 

１．暴力の発生予防の推進  

 ２．ストーカー、性犯罪等の防止 
     

  
２ 

相談・支援体制の 
充実 

１．相談体制の充実  

  ２．支援体制の充実 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策内容に対する達成度】 

１＝おおむね目標を達成（100％～80％） ２＝やや不十分（80％～60％） ３＝不十分（60％以下） ４＝未実施 

女性活躍 
推進計画 

ＤＶ防止 
基本計画 

第４次 赤磐市男女共同参画基本計画 令和６年度実施状況報告書 
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基本目標１

基本目標１　男女共同参画社会を実現する意識づくり

（１）男女共同参画の視点に立った意識の改革

（１）-①男女共同参画を推進するための広報・啓発活動の充実

実　施　状　況

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

　
　月1回発行の「広報あかい
わ」の編集作業においては、各
課から提出された原稿をもとに
記事を作成し、広く市民に向け
た啓発を行うよう努めた。
　ホームページへの掲載、内容
変更については、各課へ事業の
告知や報告を掲載するよう働き
かけた。

　
　月1回発行の「広報あかい
わ」の編集作業においては、各
課から提出された原稿をもとに
記事を作成し、広く市民に向け
た啓発を行うよう努めた。
　ホームページへの掲載、内容
変更については、各課へ事業の
告知や報告を掲載するよう働き
かけた。

　月1回発行の「広報あかい
わ」の編集作業においては、各
課から提出された原稿をもとに
記事を作成し、広く市民に向け
た啓発を行うよう努めた。
　ホームページへの掲載、内容
変更については、各課へ事業の
告知や報告を掲載するよう働き
かけた。
　赤磐市LINE公式アカウントを
開設し、各課からの依頼により
事業の告知などを配信し、広く
市民に向けた啓発を行うよう努
めた。

1 1 1

  ホームページへの掲載・内容
変更については、各課で行うた
め、引き続き積極的な働きかけ
が必要。

秘書広報課

　セミナーの開催や講演内容等
を、広報紙やホームページ、新
聞への掲載等の様々な手段、機
会を通じて男女共同参画に関す
る情報の提供を行った。

　セミナーの開催や講演内容等
を、広報紙やホームページ、新
聞への掲載等の様々な手段、機
会を通じて男女共同参画に関す
る情報の提供を行った。

　セミナーの開催や講演内容等
を、広報紙やホームページ、新
聞へ掲載し、新たにラインやX
などのSNSを活用する等の様々
な手段、機会を通じて情報の提
供を行った。

1 1 1

　広報紙やホームページを活用
して情報発信しているが、見る
年代にばらつきがある。情報量
やターゲットを踏まえて広報媒
体を選択し、効果的な広報活動
に努めることが必要。

協働推進課

　
　トランスジェンダーを題材に
した映画上映会を開催し、性的
マイノリティに対する意識づく
りを行った。また、セミナー等
の様々な市主催のイベントにお
いてティッシュやボールペン等
啓発物品の配布を行い、啓発に
努めた。

　
　ジェンダー平等等実現のため
のセミナーを開催した。セミ
ナー等の様々な市主催のイベン
トや、行政機関窓口に設置する
などして、リーフレットや
ティッシュやボールペンなどの
啓発物品配布を行い、啓発に努
めた。

　
　ジェンダー平等等実現のため
のセミナーを開催し意識啓発を
行った。セミナー等の様々な市
主催のイベントや、行政機関窓
口に設置するなどして、リーフ
レットやティッシュやボールペ
ンなどの啓発物品配布を行い、
途切れないよう注意し啓発に努
めた。

1 1 1

　参加者の幅広い年齢層・男性
参加者の増加につなげるための
セミナーの内容や発信方法を検
討する必要がある。市主催のイ
ベントにて啓発物品などを配布
する機会を積極的に設けること
が必要。

協働推進課

　イベントも徐々に再開し、啓
発物品を配布し啓発を行った。
また、引き続き掲示ポスター・
チラシ等でも啓発を行った。

　市主催イベントにおいて啓発
物品を配布し啓発を行った。ま
た、掲示ポスター・チラシ等で
も啓発を行った。

　
　協働推進課と連携し人権を考
えるつどいで啓発物品を配布し
啓発を行ったが、新たな啓発活
動を計画、実施するまでには至
らなかった。

1 1 2
　効果的な啓発活動を実施する
ためには、どのようなイベント
内容にするかが課題である。

社会教育課

①広報・啓発の充実

施策項目 施　策　内　容 担当課課題

　広報紙やホームページ、そ
の他の様々な手段や機会を活
用して、男女共同参画の視点
に立った啓発を、広く市民に
向けて行います。

施策内容に対する達成度

　男女共同参画の意識を高め
るためのセミナーを開催した
り、イベントで啓発物を配布
したりするなど、対面での啓
発活動を行います。
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基本目標１

　固定的な性別役割分担意識
などを解消し、男女が平等に
社会に参画する意識定着を図
るためのセミナーや研修会を
開催します。

　
　男女共同参画セミナーを開催
した。
開催日：5月21日・8月21日・
10月22日(計3回)
参加者：延べ103人
今年度は、3回開催し、どの回
も30名程度の参加があった。

　
　男女共同参画セミナーを開催
した。
開催日：5月19日・2月17日
(計2回)
参加者：延べ69人
老後の財産管理の基礎知識、日
本の男女平等、についてジェン
ダー平等実現のための意識を深
めた。

　
　男女共同参画セミナーを開催
した。
開催日：5月17日・9月8日・
11月9日(計3回)
参加者：延べ97人
「男女共同参画の視点に立った
防災」、「LGBTQへの理
解」、「女性の政治参加」など
ジェンダー平等実現のための意
識を深めた。
人権のつどいと共催で男女共同
参画講演会を開催した。
開催日：12月7日

1 1 1

　男性も参加しやすいようテー
マ等の工夫はしているが、なか
なか参加が得られない。男性や
若い世代などより幅広い層の参
加を得られるよう、テーマや日
にちの設定など開催方法を工夫
する。

協働推進課

　市民一人ひとりの人権意識
を高め、性別による差別を含
めたあらゆる差別を排除する
ためのセミナー等を開催しま
す。

　
　人権週間にあわせ「人権を考
えるつどい」を開催した。身近
なところから人権について考え
るきっかけとなった。今年度
は、新型コロナウイルス対策の
ため、定員数を例年より少なく
して開催した。
開催日：令和４年１２月４日
(日)
講　演：「強さは優しさ　柔道
から学んだこと」
講　師：山口　香さん
参加者：１5０人

　
　人権週間にあわせ「人権を考
えるつどい」を開催した。身近
なところから人権について考え
るきっかけとなった。
開催日：令和5年１２月９日(土)
講　演：「落語の世界から見る
人への思いやり」
講　師：春風亭　昇吉さん
参加者：１９８人

　
　人権週間にあわせ「人権を考
えるつどい」を開催した。新し
い視点を知るきっかけとなっ
た。
開催日：令和６年１２月７日
(土)
講　演：「知ってほしい、ＬＧ
ＢＴＱのこと～これが私。自分
らしく生きるために～」
講　師：ＫＡＢＡ．ちゃん
参加者：２４７人

1 1 1

　内容については、数多くの人
権に関わる問題の中で、性差別
等をテーマにしたものをいかに
盛り込むか、また参加者をいか
に増やすかが課題である。

協働推進課
社会教育課

②セミナー等の開催
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基本目標１

（１）-②学校や家庭・地域における男女平等に関する教育・学習の推進

実　施　状　況

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①男女平等教育の
　推進

　人権教育推進体系に男女共
同参画、男女平等教育にかか
る指導を適切に位置づけ、年
間指導計画に基づいて、より
意図的・計画的な指導を行い
ます。

　各校園では、人権教育全体計
画、年間指導計画の中に男女平
等に関する指導内容を系統的に
位置づけ、各教科や体験活動と
関連を考慮しながら行ってい
る。

　各校園では、人権教育全体計
画、年間指導計画の中に男女平
等に関する指導内容を系統的に
位置づけ、各教科や体験活動と
関連を考慮しながら行ってい
る。

　各校園では、人権教育全体計
画、年間指導計画の中に男女平
等に関する指導内容を系統的に
位置づけ、各教科や体験活動と
関連を考慮しながら行ってい
る。

1 1 1
　学校生活や体験活動の中で、
実践につながるアウトプットの
在り方も研究する必要がある。

学校教育課

②教職員の研修

　教職員の男女共同参画の理
念に基づく適切な指導力と資
質の向上を図るため、研修会
などを行います。

　
  各校園では、同僚性や人権意
識を高める研修を実施した。

　
　各校園では、同僚性や人権意
識を高める研修を実施した。

　
　各校園では、同僚性や人権意
識を高める研修を実施した。 1 1 1

　研修内容の充実を図るため、
最新資料の収集や研修計画が必
要。

学校教育課

　家庭や地域における男女共
同参画意識を高めるため、若
年層や男性も参加しやすいよ
うな男女共同参画の学習機会
の提供や内容の充実を図りま
す。

　
　年３回開催したセミナーで
は、災害をテーマに開催するこ
とで、男性の参加者が多かった
回もあったが、男性・若年層の
参加率は思うように伸びなかっ
た。

　
　年２回開催したセミナーで
は、財産管理やジェンダー平等
をテーマに開催したが男性や若
年層のニーズには合わなかった
ようで参加率は思うように伸び
なかった。

　セミナーを計画どおり３回開
催し、「男女共同参画の視点に
立った防災」、「LGBTQの理
解」、「女性の政治参加」など
をテーマに取り上げた。防災に
関しては男性参加が16％、
LGBTQに関しては30才代参加
が８％あった。若年層、男性の
参加率としてはわずかではある
が伸びた。

2 2 2

　年３回開催するセミナーで
は、男性や若年層のニーズ合っ
たテーマでの開催や、周知方法
を検討していく必要がある。

協働推進課

　家庭での男女平等の意識を
高めるために、子どもの保護
者を対象に、参観日や就学時
健康診断などの機会や、公民
館主催講座などを活用して子
育てや家庭に関する学習機会
を提供します。

　就学前子育て講座を8箇所、
思春期子育て講座を5箇所で開
催した。また、公民館主催講座
を9回実施した。
　親育ち応援学習講座を2箇所
で開催した。また、要望のあっ
た団体に、家庭教育支援チーム
員を3回派遣し、講座を開催し
た。
　定例相談「ファミリア」を毎
週月曜日と第2・4木曜日に開催
した。

　就学前子育て講座を8箇所、
思春期子育て講座を4箇所で開
催した。また、公民館主催講座
を9回実施した。
　親育ち応援学習講座を3箇所
で開催した。また、要望のあっ
た団体に、家庭教育支援チーム
員を5回派遣し、講座を開催し
た。
　定例相談「ファミリア」を毎
週月曜日と第2・4木曜日に開催
した。

　就学前子育て講座を8箇所、
思春期子育て講座を3箇所で開
催した。また、公民館主催講座
を8回実施した。
　親育ち応援学習講座を2箇所
で開催した。また、要望のあっ
た団体に、家庭教育支援チーム
員を2回派遣し、講座を開催し
た。
　定例相談「ファミリア」を毎
週月曜日と第2・4木曜日に開催
した。

2 2 2

　公民館講座「親子であそぼう
講座」「あかいわふるさと探検
隊」は、親子で参加したり、就
学前子育て講座では、両親で参
加した家庭もあり、子育てをす
る仲間づくりのきっかけや男女
共同参画の意識向上につながる
事業になった。しかし、家庭に
おける男女共同参画の意識の向
上につながる企画が少ないた
め、充実していく必要がある。

社会教育課
中央公民館

④学習機会参加の
　ための環境づくり

　地域の誰もがセミナーや学
習会などに参加できるよう、
託児・要約筆記・手話通訳の
実施、開催時間の配慮などの
環境づくりに努めます。

　
　セミナー等において、託児、
手話通訳、要約筆記等を行い、
参加しやすい環境づくりに努め
た。
　また、土日に開催するなどの
配慮を行った。

　
　セミナー等において、託児、
手話通訳、要約筆記等を行い、
参加しやすい環境づくりに努め
た。
　また、土日に開催するなどの
配慮を行った。

　
　セミナーや人権を考えるつど
いにおいて、託児、手話通訳、
要約筆記等を行い、参加しやす
い環境づくりに努めた。
　また、土日に開催するなどの
配慮を行った。（協働推進課）

1 1 1

　子育て中の親子を対象とする
教室や研修を行う際は、託児を
行ったり、乳幼児が安全に過ご
せる環境づくりを心掛けてい
る。（健康増進課）

関係各課

③セミナー・研修会
　等の開催

施策項目 施　策　内　容 担当課課題
施策内容に対する達成度
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基本目標１

（１）-③男女共同参画に関する情報収集・提供、調査・研究の推進

実　施　状　況

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

　各種啓発事業の充実に向け
て、関係団体・グループの男
女共同参画に関する活動状況
を把握します。

　
　赤磐市男女共同参画団体ネッ
トワークとの共催により、セミ
ナー（３回）と映画上映会を開
催した。
　また、会員交流会について
は、3年ぶりに開催した。

　
　赤磐市男女共同参画団体ネッ
トワークとの共催により、セミ
ナー（2回）を開催した。ま
た、会員交流会も開催した。

　
  赤磐市男女共同参画団体ネッ
トワーク運営委員会を７回開催
し情報交換等を行った。また共
催により、セミナー（３回）、
会員交流会を開催した。

1 2 1

　参加者の幅広い年齢層・男性
参加者の増加につながるような
事業立案のため情報収集を行
う。特に、若者の参加率アップ
を目指すことが必要。

協働推進課

　国・県・他市町村などの男
女共同参画に関する取り組み
などを情報収集し、広報紙や
ホームページ、その他の様々
な手段や機会を活用して広く
市民に情報提供します。

　国、県、他市町村等の取り組
み結果の情報収集のほか、赤磐
市男女共同参画基本計画に関す
る実施状況調査を行い、結果を
審議会等で報告し、委員より意
見をもらった。

　国、県、他市町村等の取り組
み結果の情報収集のほか、赤磐
市男女共同参画基本計画に関す
る実施状況調査を行い、結果を
審議会等で報告し、委員より意
見をもらった。

　国、県、他市町村等の取り組
み結果の情報収集のほか、赤磐
市男女共同参画基本計画に関す
る実施状況調査を行い、結果を
審議会等で報告し、委員より意
見をもらった。

1 1 1

　ホームページ等を活用しなが
ら、随時幅広く情報提供を行
い、公的な機関から周知を促し
ていく。

協働推進課

②市民意識調査の実
　施・検証・結果の
　公表

　市の取り組み成果の検証
や、今後取り組むべき施策に
ついて検討するために、市民
や事業所などを対象に男女共
同参画に関する意識や実態を
定期的に調査します。
　また、その調査結果を公表
します。

　
　男女共同参画のセミナーを実
施した際には、アンケートをと
り意見を聞いた。その意見を審
議会にて公表した。

　男女共同参画のセミナーを実
施した際には、アンケートをと
り意見を聞いた。その意見を審
議会にて公表した。

　男女共同参画のセミナーを実
施した際には、アンケートをと
り意見を聞いた。その意見を審
議会にて公表した。 1 1 1

　アンケート結果を検証し、市
民ニーズを的確に捉え、効果的
な意識啓発に反映させていく必
要がある。

協働推進課

①各種情報の収集・
　提供

施策項目 担当課施　策　内　容 課題
施策内容に対する達成度
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基本目標１

（２）人権を尊重する意識の醸成

（２）-①メディアにおける人権を尊重した表現の促進

実　施　状　況

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①メディア・リテラ
　シー教育の普及・
　啓発

　児童・生徒、教職員、保護
者をはじめ広く市民を対象
に、メディア・リテラシーの
向上に向けた学習機会を提供
します。

　
　各学園で実施している職員研
修会、児童会・生徒会の取組、
授業において、情報モラルの啓
発を行った。

　
　情報モラル、メディアリテラ
シーの指導計画について、学校
教育課から小・中学校へ提案を
行った。

 
　小学校低学年・中学年・高学
年及び中学校で必要な情報活用
能力に関わる資質・能力を情報
活用能力系統表としてまとめ、
市内小・中学校へ提案した。

1 1 1

　
　ＧＩＧＡスクール構想を推進
するうえで、情報活用能力につ
いて教職員に周知して系統的に
取り組むことが必要。（学校教
育課）
　高齢者を対象とした学習機会
が少ない。

協働推進課
学校教育課
社会教育課

②市の刊行物等への
　表現の留意

　市の広報物、印刷物など
に、固定的な性別役割分担意
識や性差別の助長につながる
ような表現がないように留意
します。

　月1回発行の「広報あかい
わ」の編集作業にあたっては、
各課から提出された原稿を精査
のうえ、適当でないものについ
てはその都度修正を行い、性差
別につながる表現を使用しない
よう努めた。
　ホームページの掲載、内容変
更については、性差別につなが
る表現を使用しないよう努め
た。

　月1回発行の「広報あかい
わ」の編集作業にあたっては、
各課から提出された原稿を精査
のうえ、適当でないものについ
てはその都度修正を行い、性差
別につながる表現を使用しない
よう努めた。
　ホームページの掲載、内容変
更については、性差別につなが
る表現を使用しないよう努め
た。

　月1回発行の「広報あかい
わ」の編集作業にあたっては、
各課から提出された原稿を精査
のうえ、適当でないものについ
てはその都度修正を行い、性差
別につながる表現を使用しない
よう努めた。
　ホームページの掲載、内容変
更および赤磐市LINE公式アカウ
ントの配信については、性差別
につながる表現を使用しないよ
う努めた。

1 1 1

　広報紙、ホームページの掲載
内容に、固定的な性別役割分担
意識や性差別の助長につながる
ような表現がないか留意すると
ともに各課への働きかけが必
要。

秘書広報課
関係各課

施策内容に対する達成度
担当課施策項目 施　策　内　容 課題

7



基本目標１

（２）-②性的マイノリティへの理解の促進

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

　
　広報紙やホームページ等の
様々な手段、機会を通じて情報
の提供を行った。（協働推進
課）
　LGBTを題材にした映画上映
会を行い、理解の促進に努め
た。（協働推進課）

　
　広報紙やホームページ等の
様々な手段、機会を通じて情報
の提供を行った。また、パート
ナーシップ・ファミリーシップ
宣誓制度の導入に向け準備を
行った。（協働推進課）
　中学校では、性教育の講演会
等で、性的マイノリティについ
ても触れている。（学校教育
課）

　広報紙やホームページ等の
様々な手段、機会を通じて情報
の提供を行った。
また、性的マイノリティの方々
が生活する上で、困りごとが軽
減・解消されるよう「パート
ナーシップ・ファミリーシップ
の宣誓の取扱いに関する要綱」
を制定し、当年度より施行させ
た。（協働推進課）

　中学校では人権学習の一部で
性的マイノリティについて学習
している。小学校でも学級活動
での保健指導でLGBTQについ
て触れている。（学校教育課）

1 1 1

　人権学習講座などの機会に、
冊子やパンフレット、チラシな
どを配布したり、窓口に情報
ラックを設置したりすることに
より啓発を行った。（社会教育
課）

　引き続き、人権学習講座など
の機会に、冊子やパンフレッ
ト、チラシなどを配布したり、
窓口に情報ラックを設置したり
することにより啓発を行った。
（社会教育課）

　引き続き、人権学習講座など
の機会に、冊子やパンフレッ
ト、チラシなどを配布したり、
窓口に情報ラックを設置したり
することにより啓発を行った。
（社会教育課）

1 1 1

施策内容に対する達成度実　施　状　況
担当課施策項目 施　策　内　容 課題

協働推進課
学校教育課

社会教育課

　様々な立場の人の人権が尊重
されるよう、性の多様性に関す
る正しい知識や理解を深めるた
めの啓発に努める。
　パンフレットやチラシの配
布、専門知識を有する講師によ
る講座等の開催の機会を増や
す。

①広報・啓発

　性的マイノリティに対する
差別や偏見をなくすために、
広報紙やホームページ、その
他の様々な手段や機会を活用
して、理解の促進に向けた啓
発を行います。

8



基本目標１

（２）-③国際社会における男女共同参画の推進

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①国際理解・異文化
　理解・多文化共生
　社会の推進

　国際理解・異文化理解事業
の内容の充実を図るととも
に、日本人と外国人が異なる
文化や価値観を互いに尊重し
ながらともに生活できる環境
づくりを推進します。

　
　環太平洋大学の協力により、
日帰り２日でグローバル事業を
行い、市内中学生12名が参加し
た。
　熊山英国庭園で、イギリス文
化を体感する国際交流イベント
を開催し、27名が参加した。

　
　環太平洋大学と地域おこし協
力隊の協力により、熊山英国庭
園の英語パンフレットを作成
し、発表するグローバル事業を
日帰り２日で行い、市内中高生
６名が参加した。
　熊山英国庭園で、世界の遊び
を体験する国際交流イベントを
開催し、２３０名が参加した。

　
　環太平洋大学と栄養士の協力
により、留学生出身国の食文化
と赤磐市特産の桃を使った料理
を考案し、文化をかけ合わせた
料理を創作し、グローバル事業
を日帰り２日で行い、市内中高
生8名が参加した。
　赤磐市で県主催のやさしい日
本語研修会・勉強会を行い、日
本人３８名、外国人７名の計４
５名が参加した。日本語教室へ
の開講に向け、日本語学習サ
ポーター初期研修を４回行い、
延べ８２名が参加した。また、
プレ教室を７回開催し、学習者
は延べ２１名が参加し、サポー
ターは延べ２４名参加した。
（政策推進課）

1 1 1

　グローバルキャンプ事業につ
いて、参加対象を中学生・高校
生に広げるなど参加者を増やす
取り組みを行った。今後も、事
業実施形態を検討し、内容の充
実を図る必要がある。
　継続的に地域の外国人と日本
人が交流をしていく場を作るた
め、定期的に来てくれるような
場を提供する必要がある。（政
策推進課）

政策推進課
学校教育課

施策内容に対する達成度実　施　状　況
施策項目 施　策　内　容 課題 担当課
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基本目標２

 基本目標２　男女が共に活躍する活力あふれる地域社会づくり

（１）政策・方針決定過程における男女共同参画の推進

（１）-①市の政策・方針決定過程への女性の参画促進

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①審議会等への女性
　の参画促進

　各課は男女共同参画の視点に
立って、各種審議会等に女性を
積極的に登用するとともに、女
性のいない審議会の解消に努め
ます。

　各部署に各種審議会等の女性
の登用について各部署に状況確
認を行うとともに、女性の割合
が少ない審議会の解消に努め
た。

　各部署に各種審議会等の女性
の登用について各部署に状況確
認を行うとともに、女性の割合
が少ない審議会の解消に努め
た。

　各部署に各種審議会等の女性
の登用について各部署に状況確
認を行うとともに、女性の割合
が少ない審議会の解消に努め
た。

1 1 1

　女性率は30％台前半で横ば
いが続いており、目標達成の
ため更に推進が必要。（財政
課）

関係各課

②市の管理職への女
　性の積極的登用

　能力のある女性のさらなる活
躍を推進するため、市の管理職
に女性職員を積極的に登用しま
す。

　優秀な人材を性別に関係な
く、管理職に登用している。

　優秀な人材を性別に関係な
く、管理職に登用している。

　優秀な人材を性別に関係な
く、管理職に登用している。

2 2 2

　女性活躍の推進に向け、政
府は2030年までに女性役員
の割合を30％以上とする目標
を掲げている。まずは、R8年
度目標達成の25％に向けて女
性職員の登用を積極的に進め
ていきたい。

総務課

（１）-②企業・地域団体等における女性の参画促進

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①女性の参画促進の
　ための啓発

　女性の参画促進や指導的地位
に占める女性の割合の増加に向
けて、企業がポジティブ・アク
ションに取り組みやすいよう
に、研修会や取り組み事例、導
入方法などを情報提供します。
　また、地域団体等において
は、赤磐市男女共同参画団体
ネットワークへの登録を促進
し、会員の交流会や研修会を通
して女性の参画促進を図りま
す。

　
　毎週金曜日に本庁においてハ
ローワーク和気による出張職業
相談を開催した。

　
　地域団体等においては、赤磐
市男女共同参画団体ネットワー
クへの登録を促進し、1団体の
新規加入を得た。（協働推進
課）
　毎週金曜日に本庁においてハ
ローワーク和気による出張職業
相談を開催した。（商工観光
課）

　
　地域団体等においては、赤磐
市男女共同参画団体ネットワー
クへの登録を促進し、1団体の
新規加入を得た。（協働推進
課）
　毎週金曜日に本庁においてハ
ローワーク和気による出張職業
相談を開催した。（商工観光
課）

2 2 1

　幅広い年齢の女性参加者の
増加につなげることが必要で
ある。
　対象者、情報発信ツールの
多様化を踏まえ、継続した情
報の収集・提供が必要であ
る。

協働推進課
商工観光課

②性別役割分担意識
　解消のための啓発

　企業における固定的な性別役
割分担意識の解消に向けて、
様々な手段や機会を活用して啓
発に努めます。

　岡山県男女共同参画推進セン
ター（ウィズセンター）や、市
が開催する講演会やセミナー等
のチラシを配布した。

　岡山県男女共同参画推進セン
ター（ウィズセンター）や、市
が開催する講演会やセミナー等
のチラシを配布した。

　岡山県男女共同参画推進セン
ターや、市が開催する講演会や
セミナー等のチラシを配布し
た。（協働推進課）
　産業支援センター相談員が地
域の経営者との相談業務を通じ
て、女性の登用や経営参画促進
を図った。（商工観光課）

2 2 1

女性の参画促進のためには、
女性の意識改革と男性の理解
と協力を促す必要がある。
　対象者、情報発信ツールの
多様化を踏まえ、継続した情
報の収集・提供が必要であ
る。

協働推進課
商工観光課

実　施　状　況

実　施　状　況

課題

課題

施策内容に対する達成度

施策内容に対する達成度

担当課

担当課

施策項目 施　策　内　容

施策項目 施　策　内　容
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基本目標２

（１）-③女性リーダーの人材育成支援

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①啓発・推進リー
　ダーの養成

　男女共同参画に関する講座や
セミナー、講演会への参加を通
して、家庭や地域、職場などで
男女共同参画について啓発する
リーダーを養成します。

　男女共同参画セミナー（年３
回）を開催した。
第１回：西日本豪雨災害からの
後悔と学び　～被災者が伝える
大切な人を守るための防災～
第２回：家庭での整理収納につ
いて　～あなたは「捨てる」と
「収納」で失敗していません
か？～
第３回：人と人との繋がり方
～対人トラブルの予防に向けて
～

　男女共同参画セミナー（2
回）を開催した。
第１回：『 老後の財産管理の基
礎知識～遺言・成年後見制度・
民事信託～ 』
第２回：『 どうなってるの？日
本の男女平等 ～ジェンダー平等
を実現しよう！～ 』

　男女共同参画セミナー（3
回）を開催した。
第１回：『 リリーさんの防災
トーク＆コンサート 』
第２回：『 これからの「性」を
どうとらえる？～見えないもの
を視る作法～ 』
第3回：『私たちは前へ進まな
ければならない～杉並区民の選
択から～』

1 1 1

　セミナーについては、参加
者の幅広い年齢層・男性参加
者の増加につなげるための内
容を検討する。
　また、男女共同参画団体
ネットワークの活動を、より
充実させることにより、リー
ダーを養成することが必要で
ある。

協働推進課

②じんけん学習講座

　市民を対象に、人権問題に関
する講座・研修の実施により、
学校や地域、家庭などで男女共
同参画に関する世論形成の核と
なる人材を育成します。

　
　コロナの影響で例年どおりの
講座は出来なかったが、徐々に
再開となり、令和４年度は人権
学習出前講座を行い、男女共同
参画を図った。

　
　人権学習出前講座等を行い、
男女共同参画を図った。

　
　人権学習出前講座等を行い、
男女共同参画を図った。
(笹岡小学校PTA２３人)

2 3 3

　出前講座の要望数が極めて
少ないため、事業の目的・内
容等を広くPRすることを強化
することが課題である。

社会教育課

（２）雇用の分野における男女共同参画の推進

（２）-①男女の均等な機会と待遇の確保

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①関係法令等の情報
　提供

　男女雇用機会均等法や育児・
介護休業法などの労働に関する
各種法律について、広報紙など
で広く情報提供します。
　また、商工会など関係機関と
連携して、雇用者及び被雇用者
双方への情報提供に努めます。

　育児・介護休業法などの労働
に関するパンフレットや、ハ
ローワークの定期的求人情報を
設置するなどして、広く情報の
提供に努めた。

　育児・介護休業法などの労働
に関するパンフレットや、ハ
ローワークの定期的求人情報を
設置するなどして、広く情報の
提供に努めた。

　育児・介護休業法などの労働
に関するパンフレットや、ハ
ローワークの定期的求人情報を
設置するなどして、広く情報の
提供に努めた。 1 1 1

　チラシ等を窓口配布にて情
報発信しているが、見て、手
に取り、情報収集する人の人
数が限られている。
・対象者、情報発信ツールの
多様化を踏まえ、継続した情
報の収集・提供が必要であ
る。

商工観光課

②ポジティブ・アク
　ションの周知・
　啓発による男女間
　格差の是正

　昇進や賃金、職種など男女間
の格差是正が図られるように、
職業安定所や商工会などと連携
し、企業に対してポジティブ・
アクションの周知・啓発を行い
ます。

　ハローワークや商工会等との
連携を図りながら、格差是正に
向けて啓発を図った。

　ハローワークや商工会等との
連携を図りながら、格差是正に
向けて啓発を図った。

　ハローワークや商工会等との
連携を図りながら、格差是正に
向けて啓発を図った。 2 2 2

　ハローワークや商工会等と
の連携をさらに図り、継続的
な啓発活動が必要である。

商工観光課

実　施　状　況

実　施　状　況
課題

課題

施策内容に対する達成度

施策内容に対する達成度

担当課

担当課

施策項目

施策項目 施　策　内　容

施　策　内　容
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基本目標２

③非正規雇用労働者
　の処遇改善、正社
　員への転換の推進

　雇用における男女間格差の是
正や男女が共に活躍する社会の
実現を目指して、国の方針など
に基づきながら、企業に対して
非正規雇用労働者の処遇改善、
正社員への転換を推進します。

　非正規雇用労働者の処遇改善
や、正規職員転換に関するパン
フレット等の設置により、周知
啓発を行った。

　非正規雇用労働者の処遇改善
や、正規職員転換に関するパン
フレット等の設置により、周知
啓発を行った。

　非正規雇用労働者の処遇改善
や、正規職員転換に関するパン
フレット等の設置やハローワー
ク和気との連携により、周知啓
発を行った。

2 2 2

　チラシ等を窓口配布にて情
報発信しているが、見て、手
に取り、情報収集する人の人
数が限られている。
　対象者、情報発信ツールの
多様化を踏まえ、継続した情
報の収集・提供が必要であ
る。

商工観光課

④相談・支援体制の
　整備

　労働に関する差別的取り扱い
や男女共同参画を阻害する要因
を含んだ相談などに対して、関
係機関と連携して適切な対応・
指導を行います。
　市の職員に対しては、県の人
事委員会などと連携し相談を実
施します。

　市主催で、弁護士による無料
法律相談や、人権擁護委員や行
政相談委員によるなやみごと・
行政相談の開催等、関係機関と
の連携による相談体制を推進
し、適切な対応・指導に努めて
いる。

　市主催で、弁護士による無料
法律相談や、人権擁護委員や行
政相談委員によるなやみごと・
行政相談の開催等、関係機関と
の連携による相談体制を推進
し、適切な対応・指導に努めて
いる。

　市主催で、弁護士による無料
法律相談や、人権擁護委員や行
政相談委員によるなやみごと・
行政相談の開催等、関係機関と
の連携による相談体制を推進
し、適切な対応に努めた。（協
働推進課）

1 1 1

　相談月や相談会場により、
相談者の人数にばらつきがあ
るが、利用率は高い。
　引き続き、相談できる場の
広報・ＰＲ方法について考
え、積極的な周知に努める。

協働推進課
商工観光課

総務課

　職場における固定的な性別役
割分担意識の解消に向けて、広
報紙やホームページ、その他の
様々な手段や機会を活用して啓
発します。

　性別役割分担意識の解消に向
けて、広報紙やホームページの
掲載、パンフレットを協働推進
課窓口など各関係機関に設置す
ることで啓発に努めた。

　性別役割分担意識の解消に向
けて、広報紙やホームページの
掲載、パンフレットを協働推進
課窓口など各関係機関に設置す
ることで啓発に努めた。

　性別役割分担意識の解消に向
けて、広報紙やホームページの
掲載、パンフレットを協働推進
課窓口など各関係機関に設置す
ることで啓発に努めた。

2 2 2

　チラシ等を窓口に設置し情
報発信しているが、見て、手
に取り、情報収集する人の人
数が限られている。
　セミナーを開催し、意識改
革を図っているが、若年層の
参加が少ない。

協働推進課

　セクシュアル・ハラスメン
ト、マタニティ・ハラスメント
などの各種ハラスメント防止に
向けて、広報の充実による啓発
に努めます。
　市の職員に対しては、各種ハ
ラスメントの発生防止の徹底を
図ります。

　市職員に対しては、ハラスメ
ントに関する要綱を設置すると
ともに、ハラスメント防止研修
を実施し、発生防止の徹底を
図っている。

　市職員に対しては、ハラスメ
ントに関する要綱を設置すると
ともに、ハラスメント防止研修
を実施し、発生防止の徹底を
図っている。

　市職員に対しては、ハラスメ
ントに関する要綱を設置すると
ともに、ハラスメント防止研修
を実施し、発生防止の徹底を
図っている。

2 2 2
　研修等を引き続き実施し、
全職員への更なる周知徹底を
図る必要がある。

協働推進課
総務課

⑤職場環境の整備
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基本目標２

（２）-②女性の就労継続の促進

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①男女の育児・介護
　休業取得促進、短
　時間勤務制度等の
　普及促進

　育児や介護などにより退職を
余儀なくされないように、企業
に対して、育児・介護休業制度
の実施や休業の取得促進、短時
間勤務制度の実施など従業員の
ライフステージに配慮した取り
組みの普及・促進に努めます。

　チラシやパンフレット等を用
いた情報提供により育児・介護
休業取得や短時間勤務制度の普
及・促進に努めた。

　チラシやパンフレット等を用
いた情報提供により育児・介護
休業取得や短時間勤務制度の普
及・促進に努めた。

　チラシやパンフレット等を用
いた情報提供により育児・介護
休業取得や短時間勤務制度の普
及・促進に努めた。 2 2 2

　チラシ等を窓口配布にて情
報発信しているが、見て、手
に取り、情報収集する人の人
数が限られている。
　対象者、情報発信ツールの
多様化を踏まえ、継続した情
報の収集・提供が必要であ
る。

商工観光課

②育休復帰支援プラ
　ンの活用促進等に
　よる就労継続に向
　けた環境づくりの
　推進

　従業員の育児休業の取得促進
及び育児休業後の職場復帰が円
滑に進むように、企業に対して
「育休復帰支援プラン」などの
女性の就労継続の支援制度や、
企業の取り組み事例などを情報
提供します。

　育児・介護休業法などの労働
に関するパンフレットやチラシ
の設置等によって企業の取り組
み事例を紹介する等情報提供に
努めた。

　育児・介護休業法などの労働
に関するパンフレットやチラシ
の設置等によって企業の取り組
み事例を紹介する等情報提供に
努めた。

　育児・介護休業法などの労働
に関するパンフレットやチラシ
の設置等によって企業の取り組
み事例を紹介する等情報提供に
努めた。

2 2 2

　チラシ等を窓口配布にて情
報発信しているが、見て、手
に取り、情報収集する人の人
数が限られている。
　対象者、情報発信ツールの
多様化を踏まえ、継続した情
報の収集・提供が必要であ
る。

商工観光課

課題
施策内容に対する達成度実　施　状　況

施策項目 施　策　内　容 担当課

13



基本目標２

（２）-③女性のチャレンジ支援

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①再就職の支援

　再就職を支援するセミナーや
制度に関する情報、求人情報に
ついて、情報誌やホームページ
などで情報提供します。

　ハローワークからの求人情報
について、窓口に設置するなど
の情報提供を行った。

　ハローワークからの求人情報
について、窓口に設置するなど
の情報提供を行った。

　ハローワークからの求人情報
について、窓口に設置するなど
の情報提供を行った。

2 2 2

　チラシ等を窓口配布にて情
報発信しているが、見て、手
に取り、情報収集する人の人
数が限られている。
　対象者、情報発信ツールの
多様化を踏まえ、継続した情
報の収集・提供が必要であ
る。

協働推進課
商工観光課

②職業能力開発の
　支援

　県や商工会などが実施する女
性の職業能力を高めるための学
習機会や資格取得のための講座
などについて、広報紙やホーム
ページなどで情報提供します。

　県等が実施する職業能力向上
や資格取得等のための研修会、
講習会についてチラシの設置等
で情報提供を行った。

　県等が実施する職業能力向上
や資格取得等のための研修会、
講習会についてチラシの設置等
で情報提供を行った。

　県等が実施する職業能力向上
や資格取得等のための研修会、
講習会についてチラシの設置等
で情報提供を行った。 2 2 2

　チラシ等を窓口配布にて情
報発信しているが、見て、手
に取り、情報収集する人の人
数が限られている。
　対象者、情報発信ツールの
多様化を踏まえ、継続した情
報の収集・提供が必要であ
る。

協働推進課
商工観光課

③起業の支援

　国・県・市や商工会・関係機
関が実施する起業のための支援
制度や異業種交流会などについ
て、各種媒体により情報提供し
ます。
　また、商工会と連携した啓発
を行います。

　
　国・県で実施する各種支援制
度について情報提供を行った。
　市の支援制度についてもホー
ムページの活用や商工会と連携
した啓発を行い、対象者に奨励
金の交付を行った。
　平成27年度から実施してい
るあかいわ創業塾において起業
家の育成を行った。

　
　国・県で実施する各種支援制
度について情報提供を行った。
　市の支援制度についてもホー
ムページの活用や商工会と連携
した啓発を行い、対象者に奨励
金の交付を行った。
　平成27年度から実施してい
るあかいわ創業塾において起業
家の育成を行った。

　
　国・県で実施する各種支援制
度について情報提供を行った。
　市の支援制度についてもホー
ムページの活用や商工会と連携
した啓発を行い、対象者に奨励
金の交付を行った。
　平成27年度から実施してい
るあかいわ創業塾において起業
家の育成を行った。創業支援実
績報告票より支援を実施した創
業者は７４人で、うち女性は３
４人であった。

2 2 2

　起業後も安定した経営が行
えるよう、商工会等との連携
を図り、継続的な支援が必要
である。

商工観光課

④新しい働き方の
　支援

　多様で柔軟な働き方を自分で
選択できるよう、クラウドソー
シングなどの普及啓発を行い、
選択肢を広げます。

　
　初級セミナー（4回）、これ
までの受講生を対象としたスキ
ルアップ講座（2回）を開催し
た。受講生の活躍の場として、
市民協働事業で卒業生を中心と
した市民ライターが赤磐市の魅
力を伝える記事を作成しHPや
インスタグラムに掲載する取組
を行った。

　
　これまでの受講生を対象とし
たスキルアップセミナー（4
回）を開催し、各々の理想の働
き方ができるよう、知識や経験
を習得するプログラムを実施し
た。受講生の活躍の場として、
市民ライターが赤磐市の魅力を
伝える記事を作成しHPやイン
スタグラムに掲載する取組を
行った。

　市民ライターが赤磐市の魅力
を伝える記事を作成しHPやイ
ンスタグラムに掲載する取り組
みについては、移住促進のため
業務を市民ライターへ委託し
た。
　クラウドソーシングなどの普
及活動については、新型コロナ
ウイルス等により、働き方が多
様化されたことを受け、市で啓
発することは無くなった。

1 2 2

　受講生が活動する場とし
て、インスタグラムを中心と
した市の情報発信を担っても
らい、自立自走に向けサポー
トしていく必要がある。

政策推進課

課題
実　施　状　況 施策内容に対する達成度

施策項目 施　策　内　容 担当課
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基本目標２

（３）農林業・自営の商工業における男女共同参画の推進

（３）-①就業環境の整備

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

　認定農業者における女性の割
合は増えた。就農パンフレット
に女性農業者や夫婦で就農した
ケースを掲載している。
　農業経営者クラブ、認定農業
者、商工会及び晴れの国岡山農
協等との連携・協力を図り、農
林業、自営の商工業に従事する
女性の生活時間や労働状況等に
ついて、実態の把握に努め、就
労環境の改善に向けた啓発に努
めた。（農林課）

　認定農業者における女性の割
合は増えていない。就農パンフ
レットに女性農業者や夫婦で就
農したケースを掲載している。
　農業経営者クラブ、認定農業
者、商工会及び晴れの国岡山農
協等との連携・協力を図り、農
林業、自営の商工業に従事する
女性の生活時間や労働状況等に
ついて、実態の把握に努め、就
労環境の改善に向けた啓発に努
めた。（農林課）

　認定農業者における女性の割
合は増えた。就農パンフレット
に女性農業者や夫婦で就農した
ケースを掲載している。
　農業経営者クラブ、認定農業
者、商工会及び晴れの国岡山農
協等との連携・協力を図り、農
林業、自営の商工業に従事する
女性の生活時間や労働状況等に
ついて、実態の把握に努め、就
労環境の改善に向けた啓発に努
めた。（農林課）

2 3 2

　農業は、自然が相手のもの
であり、力仕事も多く、繁忙
期や活不況の振れ幅が大き
い。就農者自身が現状をきち
んと分析し、自らが改善に努
められるよう、今後も啓発を
行っていく。
　商工会等との連携を図り、
継続的な啓発活動が必要であ
る。

　農業経営者クラブ、認定農業
者、商工会及び晴れの国岡山農
協等との連携・協力を図り、農
林業、自営の商工業に従事する
女性の生活時間や労働状況等に
ついて、実態の把握に努め、就
労環境の改善に向けた啓発に努
めた。（商工観光課）

　農業経営者クラブ、認定農業
者、商工会及び晴れの国岡山農
協等との連携・協力を図り、農
林業、自営の商工業に従事する
女性の生活時間や労働状況等に
ついて、実態の把握に努め、就
労環境の改善に向けた啓発に努
めた。（商工観光課）

　農業経営者クラブ、認定農業
者、商工会及び晴れの国岡山農
協等との連携・協力を図り、農
林業、自営の商工業に従事する
女性の生活時間や労働状況等に
ついて、実態の把握に努め、就
労環境の改善に向けた啓発に努
めた。（商工観光課）

2 2 2
　商工会等との連携を図り、
継続的な啓発活動が必要であ
る。

②家族経営協定の
　推進

　男女が対等なパートナーとし
て農業経営に参画できるよう、
大規模農家を対象に家族経営協
定の普及・啓発に努めるととも
に、締結に向けた相談・支援を
行います。

　
　女性認定農業者は若干増え
た。就農パンフレットに女性農
業者や夫婦で就農したケースを
掲載している。

　
　家族経営協定締結農家数は増
えていない。就農パンフレット
に女性農業者や夫婦で就農した
ケースを掲載している。

　
　家族経営協定締結農家数は増
えていない。就農パンフレット
に女性農業者や夫婦で就農した
ケースを掲載している。

2 3 3

　農業は、自然が相手のもの
であり、力仕事も多く、繁忙
期や活不況の振れ幅が大き
い。就農者自身が現状をきち
んと分析し、家族経営体の構
成員となるよう、今後も啓発
を行っていく。

農林課

実　施　状　況
課題

施策内容に対する達成度

①農林業、自営の商
　工業従事者への意
　識啓発

施策項目

　農林業、自営の商工業に従事
する女性の労働状況等の実態把
握に努めるとともに、就労環境
の改善に向けた啓発を行いま
す。

施　策　内　容 担当課

農林課
商工観光課
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基本目標２

（３）-②経営・事業運営への女性の参画拡大

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①女性の認定農業者
　等の育成支援

　農業経営への女性の参画を推
進するために、認定農業者制度
の普及・啓発に努めるととも
に、女性の認定農業者の育成を
支援します。

　認定農業者制度の普及に努
め、地域農業の担い手として認
定農業者を育成・支援し、農業
経営の拡大と安定を支援すると
ともに、男女共同参画について
普及・啓発に努めた。

　認定農業者制度の普及に努
め、地域農業の担い手として認
定農業者を育成・支援し、農業
経営の拡大と安定を支援すると
ともに、男女共同参画について
普及・啓発に努めた。

　認定農業者制度の普及に努
め、地域農業の担い手として認
定農業者を育成・支援し、農業
経営の拡大と安定を支援すると
ともに、男女共同参画について
普及・啓発に努めた結果、認定
農業者における女性の割合が増
えた。

2 3 2

　農業は、自然が相手のもの
であり、力仕事も多く、繁忙
期や活不況の振れ幅が大き
い。女性農業者自体が限られ
る。

農林課

　地域の農業のあり方（人と農
地）について検討する「人・農
地プラン」の検討会のメンバー
に女性農業者の登用を行った。

　
　任期が2年であり、前年度に
引き続き同メンバーに検討会委
員として登用した。

　地域農業の将来のあり方につ
いて検討する「地域計画」協議
会の委員として女性農業者を登
用した。

1 1 1

　認定農業者や新規就農者な
ど女性農業経営者からの意見
聴取も行い、女性の意見を多
く取り込めりような配慮を行
いたい。

農林課

　商工会の女性部で活発に活動
している他、市内イベントに係
る実行委員会にも参画し、方針
決定にも関わっている。

　商工会の女性部で活発に活動
している他、市内イベントに係
る実行委員会にも参画し、方針
決定にも関わっている。

　商工会の女性部で活発に活動
している他、市内イベントに係
る実行委員会にも参画し、方針
決定にも関わっている。

1 1 1

　商工会の部会や市内イベン
トの実行委員会など参画の機
会を継続して設けていくこと
が必要である。

商工観光課

　女性農業者等を対象に、農作
物を活用した特産品開発、農作
物の加工技術の向上に向けた支
援を行います。

　女性農業者等を対象に、農作
物を活用した特産品開発、農作
物の加工技術の向上に向けた情
報提供を行った。

　女性農業者等を対象に、農作
物を活用した特産品開発、農作
物の加工技術の向上に向けた情
報提供を行った。

　女性農業者等を対象に、農作
物を活用した特産品開発、農作
物の加工技術の向上に向けた情
報提供を行った。

2 2 2

　認定農業者や新規就農者な
ど女性農業経営者からの意見
聴取も行い、女性の意見を多
く取り込めりような配慮を行
いたい。

農林課

　商工会などが実施する経営管
理に関する研修会など、女性経
営者を育成するための支援に関
する各種情報を提供します。

　商工会等が実施する技術・経
営能力向上のための研修会につ
いて、広報誌等で情報提供を
行った。

　商工会等が実施する技術・経
営能力向上のための研修会につ
いて、広報誌等で情報提供を
行った。

　商工会等が実施する技術・経
営能力向上のための研修会につ
いて、広報誌等で情報提供を
行った。

1 1 1
　効果測定が難しい。商工会
等との連携を図り、継続的な
啓発活動が必要である。

商工観光課

実　施　状　況
課題

施策内容に対する達成度

③女性経営者育成の
　支援

施策項目

②方針決定過程への
　女性の参画拡大

　農林業・自営の商工業におけ
る経営面や農業委員会等の政策
方針決定過程への女性の参画拡
大に向けた啓発を行います。

施　策　内　容 担当課
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基本目標２

（４）仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進

（４）-①仕事と生活の調和の実現に向けた啓発の推進

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①職場における育児
　休業・介護休暇を
　はじめとした休暇
　等の取得促進

　市職員が男女共に積極的に育
児休業・介護休暇等を取得する
よう、制度の周知や勤務環境の
改善とともに、職員個人及び組
織全体の意識の醸成を図りま
す。

　該当者に対して各制度の詳細
を説明するなどして取得促進を
図った。

　該当者に対して各制度の詳細
を説明するなどして取得促進を
図った。

　該当者に対して各制度の詳細
を説明するなどして取得促進を
図った。 1 1 1

　各職場において、育児・介
護休暇が取得しやすい環境づ
くりが必要である。そのため
には、更なる周知・啓発が必
要である。

総務課

②多様な働き方に
　向けた啓発

　市内各事業所等や市民に対し
て、フレックスタイムやワーク
シェアリング、在宅勤務、労働
時間の短縮などに関する情報を
提供し、多様な働き方の推進に
向けた啓発に努めます。

　チラシやパンフレット、事例
集など多様な働き方に関する国
や県男女課からの情報につい
て、関係各所に設置する等によ
り情報提供を行い、啓発に努め
た。

　クラウドソーシングの過去の
受講生が、市民ライターとし
て、市ＨＰやインスタグラムで
市の情報発信を行うことで市民
への周知につなげた。

　市民ライターが赤磐市の魅力
を伝える記事を作成しHPやイ
ンスタグラムに掲載する取り組
みについては、移住促進業務と
して市民ライターへ委託するこ
となった。
　クラウドソーシングなどの普
及活動については、新型コロナ
ウイルス等により、働き方が多
様化されたことを受け、政策推
進課で啓発することは無くなっ
た。

1 1 1

　多様な働き方でも稼ぐこと
ができたり、地元企業等での
業務を受注するような仕組み
ができていないため、各自の
スキルアップとともにそれぞ
れが持つスキルの把握を行
い、アピールできるようにし
ていく。

協働推進課
商工観光課
政策推進課

　
　長時間労働の削減に関する情
報提供を行い、啓発に努めた。
　市役所では、毎月、所属長へ
時間外勤務実績表を送付し、所
属職員の勤務状況を把握し、特
定の職員に業務が集中すること
が無いよう、所属内において職
員間の業務の配分や見直し等を
行い、適正な管理に努めてもら
うようお願いしている。
　平成29年7月より、毎週金曜
日をノー残業デー、毎月第３及
び最終金曜日をスーパーノー残
業デーとし、定時退庁を促して
いる。（総務課）

　
　長時間労働の削減に関する情
報提供を行い、啓発に努めた。
　市役所では、毎月、所属長へ
時間外勤務実績表を送付し、所
属職員の勤務状況を把握し、特
定の職員に業務が集中すること
が無いよう、所属内において職
員間の業務の配分や見直し等を
行い、適正な管理に努めてもら
うようお願いしている。
　平成29年7月より、毎週金曜
日をノー残業デー、毎月第３及
び最終金曜日をスーパーノー残
業デーとし、定時退庁を促して
いる。（総務課）

　長時間労働の削減に関する情
報提供を行い、啓発に努めた。
　市役所では、毎月、所属長へ
時間外勤務実績表を送付し、所
属職員の勤務状況を把握し、特
定の職員に業務が集中すること
が無いよう、所属内において職
員間の業務の配分や見直し等を
行い、適正な管理に努めてもら
うようお願いしている。
　平成29年7月より、毎週金曜
日をノー残業デー、毎月第３及
び最終金曜日をスーパーノー残
業デーとし、定時退庁を促して
いる。（総務課）

1 1 1
　意識改革のため、長時間労
働の要因を踏まえた支援制度
の発信が必要である。

　長時間労働の削減に関するパ
ンフレットやチラシの設置等に
よって情報提供を行い、啓発に
努めた。（商工観光課）

　長時間労働の削減に関するパ
ンフレットやチラシの設置等に
よって情報提供を行い、啓発に
努めた。（商工観光課）

　長時間労働の削減に関するパ
ンフレットやチラシの設置等に
よって情報提供を行い、啓発に
努めた。（商工観光課）

1 1 1

③長時間労働の削減
　に向けた啓発

施策項目 施　策　内　容 課題 担当課

　市内各事業所に対して、家庭
生活における男女共同参画を大
きく阻む長時間労働の削減が推
進されるよう啓発に努めます。
また、市役所内においても、適
正な人員配置などにより長時間
労働の削減に努めます。

実　施　状　況

商工観光課
総務課

施策内容に対する達成度
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基本目標２

（４）-②家庭生活における男女共同参画の推進

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①男女共同参画の普
　及・啓発

　広報紙やホームページ、その
他の様々な手段や機会を活用し
て、家庭生活における男女共同
参画の普及・啓発を行います。

　広報紙やホームページ、イベ
ント等の様々な手段、機会を通
じて関係チラシやパンフレット
を配布するなど、継続的に男女
共同参画の情報の提供を行っ
た。

　広報紙やホームページ、イベ
ント等の様々な手段、機会を通
じて関係チラシやパンフレット
を配布するなど、継続的に男女
共同参画の情報の提供を行っ
た。

　広報紙やホームページ、イベ
ント等の様々な手段、機会を通
じて関係チラシやパンフレット
を配布するなど、継続的に男女
共同参画の情報の提供を行っ
た。

1 1 1

　広報紙を活用して情報発信
しているが、広報紙を読んで
いる年代に偏りがある。
　ホームページ・SNS等をよ
り活用して、随時情報を発信
していく。

協働推進課

②男性の家事・育児
　への参画促進

　男性の男女共同参画の意識を
高めるために、子育て講座、乳
幼児健康診査などを通じて、男
性の家事・育児への参画を促進
します。

　
　コロナウイルス感染症拡大防
止のため子育て講座は中止と
なったが、乳児ふれあい体験は
感染対策をとりながら一部中学
校で実施できた。青年期で男性
の育児参加の必要性を実感する
きっかけづくりとなった。

　コロナウイルス感染症拡大防
止を講じながら４年ぶりの開催
となり、幼児クラブ交流会と子
育て講座を兼ねて行った。父親
の参加もあり育児への参画を促
せた。乳児ふれあい体験は感染
対策をとりながら一部中学校で
実施できた。生徒たちに男性の
育児参加の必要性を伝えるきっ
かけとなった。

　子育て講演会としては5年ぶ
りの開催となった。父親の参加
もあり、座談会にて意見交換し
てもらうなど育児への参画を促
せた。乳児ふれあい体験は、対
面にて中学校３校（１校新規）
で実施した。生徒から「夫婦で
協力して育児したい」「子育て
のイメージが持てた」などの感
想が聞かれた。

2 2 2

　乳児ふれあい体験では、父
親に参加してもらい、男性目
線での育児参加の必要性を伝
える機会ができるよう企画・
調整する。
　訪問や乳幼児健診で把握し
た、父親の家事・育児への参
画状況は高いとはいえず、引
き続き健診や事業で啓発に取
り組んでいく。

健康増進課

（４）-③地域生活における男女共同参画の推進

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①地域活動団体に
　よる啓発活動へ
　の支援

　市内のボランティア団体やＮ
ＰＯの地域活動団体に対して男
女共同参画について啓発すると
ともに、地域活動団体による啓
発活動の推進とその活動支援を
行います。

　
　あかいわボランティアセン
ター（事務局：社会福祉協議
会）と連携し、運営委員会等で
情報交換を実施した。

　
　地域活動団体に対して運営委
員会等で情報提供や情報交換を
行い男女共同参画について啓発
した。

　
　地域活動団体に対して運営委
員会等で情報提供や情報交換を
行い男女共同参画について啓発
した。

1 1 1

　チラシ等を窓口配布にて情
報発信しているが、見て、手
に取り、情報収集する人の人
数が限られている。窓口配布
だけでなく、ホームページ等
発信する場を増やすことを検
討していく。

協働推進課

②男女共同参画団体
　ネットワークの
　拡大

　男女共同参画の意識を地域全
体に広げていくために、赤磐市
男女共同参画団体ネットワーク
に登録する団体の増加に努めま
す。

　セミナー等を行い、男女共同
参画団体ネットワークの存在を
周知した。
　また、団体のことを広報あか
いわに掲載したり「ネットワー
ク広報」を市民コーナー等各公
的施設に配布したりするなど、
団体の登録を促した。

　セミナー等を行い、男女共同
参画団体ネットワークの存在を
周知した。
　また、団体のことを広報あか
いわに掲載したり「ネットワー
ク広報」を市民コーナー等各公
的施設に配布したりするなど、
団体の登録を促し１団体新規登
録した。

　セミナー 等を共催で開催する
ことにより、男女共同参画団体
ネットワークの存在を周知し
た。
　また、団体の紹介を広報あか
いわに掲載したり、「ネット
ワーク広報」を各公共施設に配
布したりするなど、団体の登録
を促し１団体新規登録した。

3 2 1

　高齢化が進んでおり、既存
の団体が継続していくことが
難しくなることが懸念され
る。しかし、今後もこれらの
取組を継続し、男女共同参画
の推進に関する活動の支援に
務める。
　また、赤磐市内の団体に働
きかけを行うなど、男女共同
参画団体ネットワークのこと
を広く知らせ、参加団体の拡
大に努める。

協働推進課

施策項目 施　策　内　容 課題

課題施策項目 施　策　内　容

施策内容に対する達成度

施策内容に対する達成度
担当課

担当課
実　施　状　況

実　施　状　況
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基本目標２

（４）-④子育て・介護の支援体制の充実

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①保育サービスの
　充実

　仕事を持つ男女が安心して子
育てができるように、一時預か
り・延長保育など、多様な就労
形態にあった保育サービスの充
実を図ります。

　市内の保育園12園（公立3
園・私立9園）と認定こども園
3園（公立1園・私立2園）の年
間利用者数は、前年度から２６
０人（１．６％）減となった。

　市内の保育園12園（公立3
園・私立9園）と認定こども園
3園（公立1園・私立2園）の年
間利用者数は、前年度から６６
4人（４．１％）減となった。

　市内の保育園12園（公立3
園・私立9園）と認定こども園
3園（公立1園・私立2園）の年
間利用者数は、前年度から４４
７人（２．９％）減となった。

1 1 1
　今後ニーズが高まることが
見込まれ、保育士不足等の課
題が懸念される。

子育て支援課

②放課後児童クラブ
　の充実

　就労などで家庭に保護者のい
ない小学生が安心・安全に過ご
せるよう、放課後児童クラブの
環境の整備・充実を図ります。

　吉井地域の２クラブを運営
し、他地域の２０クラブの運営
補助を行った。また、公立２ク
ラブのひとり親世帯及び兄弟姉
妹の利用者を対象とした保育料
の減免を実施した。

　吉井地域の２クラブを運営
し、他地域の２０クラブの運営
補助を行った。また、公立２ク
ラブのひとり親世帯及び兄弟姉
妹の利用者を対象とした保育料
の減免を実施した。

　吉井地域の２クラブを運営
し、他地域の２０クラブの運営
補助を行った。また、公立２ク
ラブのひとり親世帯及び兄弟姉
妹の利用者を対象とした保育料
の減免を実施した。

1 1 1
　支援員の確保が難しい。
　対象児童の増加に伴う対応
が必要である。

子育て支援課

③地域の子育て支援
　体制の充実

　児童館、子育て支援セン
ター、ファミリー・サポート・
センターなど地域での子育て支
援体制の充実や活動の周知に努
めます。

　地域での子育て支援体制の確
立に向けた取り組みを行った。
　児童館、子育て支援セン
ター、ファミリー・サポート・
センター等の事業を実施した。

　地域での子育て支援体制の確
立に向けた取り組みを行った。
　児童館、子育て支援セン
ター、ファミリー・サポート・
センター等の事業を実施した。

　地域での子育て支援体制の確
立に向けた取り組みを行った。
　児童館、子育て支援セン
ター、ファミリー・サポート・
センター等の事業を実施した。
子ども家庭センターを設置し
た。

1 1 1
　さまざまなニーズの発掘
と、関係機関とのさらなる連
携が必要である。

子育て支援課

④地域の介護支援
　体制の強化

　地域包括ケアシステムの構築
による介護・医療等のサービス
充実や、介護する家族の孤立感
や負担軽減に向けた相談体制の
充実を図ります。

　
　在宅医療・介護連携推進協議
会にて、在宅療養支援に関する
医療・介護の課題の検討を行
い、サービスの充実に努めた。
また感染症対策を講じた上で、
認知症カフェや介護者教室を開
催し、介護者の不安感や孤立感
が軽減するよう支援を行うとと
もに、相談体制の充実を図っ
た。

　
　在宅医療・介護連携推進協議
会にて、在宅療養支援に関する
医療・介護の課題の検討、各種
専門職間の連携強化を図った。
また、医療と介護の切れ目のな
い支援を目的としたパンフレッ
トの作成を行った。
地域での支え合いの仕組みの一
つであるいきいき百歳体操や介
護者教室を開催し、高齢者の不
安感や孤立感が軽減するよう努
めた。

　
　在宅医療・介護連携推進協議
会にて医療と介護の切れ目のな
い支援に係る情報提供、相談機
関の周知を目的とした研修会を
開催した他、ICTを活用した新
たな連携強化に関する情報交
換、勉強会を実施。医療、介護
に関わる関係者間の連携強化を
図った。
　また、高齢者の地域交流を促
進するための新たな通いの場の
創設や、地域交流の状況に関す
るアンケートを実施し、地域で
の見守り体制の整備を見直して
いる。

1 1 1

 医療、介護の支え合いに関す
る啓発、情報提供を行ってい
るが、情報が行き届いていな
い現状も課題として挙げられ
ているため、新たな情報発信
の検討が必要である。

介護保険課

施策項目 施　策　内　容 課題
施策内容に対する達成度

担当課
実　施　状　況
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基本目標３

基本目標３　誰もが安心して暮らせる環境づくり

（１）生涯を通じた健康づくりへの支援

（１）-①生涯を通じた男女の健康支援

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①健康管理の普及・
　啓発

　健康診査・健康教育・健康相
談などを通して、健康管理に関
する正しい知識の普及・啓発と
生活習慣病予防に努めます。
　また、子宮がん、乳がんにつ
いての正しい知識の普及・啓発
とともに、これらのがんの早期
発見に向けて検診受診率の向上
に努めます。

　
　実績としては、一般健康教育
115回実施、参加者2878人、
病態別健康教育5回実施、参加
者49人、健康相談30回実施、
参加者178人、子宮頸がん検診
1972人、乳がん検診（マンモ
グラフィ）1884人、乳がん検
診（超音波）111人だった。
　令和3年度からは、働き盛り
世代の健康意識を高めるため、
健幸ポイント事業を開始、さら
に地域の企業向けの出前講座も
開始した。
　女性がんについて、広報、
ホームページに検診受診に関す
る情報を掲載、乳幼児健診時や
保育園、幼稚園、スーパーで啓
発チラシを配布し、女性がんの
予防、早期発見についての知識
の普及・啓発、受診勧奨等行っ
た。

　
　実績としては、一般健康教育
159回実施、参加者4296人、
病態別健康教育4回実施、参加
者39人、健康相談30回実施、
参加者169人、子宮頸がん検診
1,948人、乳がん検診（マンモ
グラフィ）1,833人、乳がん検
診（超音波）92人だった。女
性がん検診について、広報・
ホームページで検診に関する情
報を掲載、保育園・こども園・
幼稚園、スーパーで啓発チラシ
を配布し、女性がんの早期発見
についての知識の普及・啓発お
よび受診勧奨を行った。
 　企業向けの出前講座は2社
85人に健康教室を実施し、そ
の他1社は動画配信を行った。
　健康ポイント事業参加者のう
ち、国推奨歩数を達成した11
人でBMIが27.6から27.0と減
少が見られた。

　
　実績としては、172回、参加
者5,686人（内訳：一般健康教
育168回実施、参加者5660
人、病態別健康教育4回実施、
参加者26人）、健康相談30回
実施、参加者314人、子宮頸が
ん検診2,067人、乳がん検診
（マンモグラフィ）1,912人、
乳がん検診（超音波）9１人
だった。女性がん検診につい
て、広報・ホームページで検診
に関する情報を掲載、保育園・
こども園・幼稚園、スーパーで
啓発チラシを配布し、女性がん
の早期発見についての知識の普
及・啓発および受診勧奨を行っ
た。さらに、二十歳の集いにお
いて、２次元コードを配布し子
宮頸がん検診の啓発を実施し
た。
　健康ポイント事業を、健康教
室に参加してポイントを付与す
る方法に変更し、7回開催し、
延べ159人の参加があった。

1 1 1

　健康教育については、
今年度よりそれぞれの世
代に応じた健康教室の
テーマを決めたので、幅
広い年齢層を対象にした
働きかけが必要である。
　検診受診者数は、子宮
頸がん、乳がん検診とも
に前年度と比較し横ばい
である。引き続き、女性
がんに対する正しい知識
の普及・啓発、検診しや
すい環境整備を行い、検
診受診率向上に努める。

健康増進課

施策項目 施　策　内　容
施策内容に対する達成度

担当課課題
実　施　状　況
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基本目標３

②安心・安全な妊
　娠・出産の確保

　早期の妊娠届の必要性につい
て啓発するとともに、母子健康
手帳の交付や交付時の啓発に
よって妊娠中の健康管理に関す
る正しい知識を普及します。
　また、産科医療機関との連携
を強化し、必要時には訪問・連
絡調整等の支援を行います。

　妊娠届出数：262件のうち、
94.7％は、11週以内に届出が
あった。妊娠届出時には、保健
師や助産師が面接・保健指導を
実施した。妊娠36週前後及び
必要時に電話相談や家庭訪問を
行い、状況により、産科医療機
関とも連携して妊娠・出産に向
けて支援した。また、産後２週
間前後にも電話で産後の状況を
把握し、必要な支援へつなぐな
どの対応を行った。

　
　妊娠届出数：204件のうち、
98.0％は、11週以内に届出が
あった。妊娠届出時には、保健
師や助産師が面接・保健指導を
実施した。妊娠36週前後及び
必要時に電話相談や家庭訪問を
行い、状況により、産科医療機
関とも連携して妊娠・出産に向
けて支援した。また、産後２週
間前後にも電話で産後の状況を
把握し、必要な支援へつなぐな
どの対応を行った。
産後ケア事業について、
宿泊型：１５人、３８回
デイサービス型：
８人、１７回
家庭訪問型：７人、９回
であった。利用人数は増加傾向
にある。

　
　妊娠届出数：192件のうち、
95.3％は、11週以内に届出が
あった。妊娠届出時には、保健
師や助産師が面接・保健指導を
実施した。妊娠36週前後及び
必要時に電話相談や家庭訪問を
行い、状況により、産科医療機
関とも連携して妊娠・出産に向
けて支援した。また、産後２週
間前後にも電話で産後の状況を
把握し、必要な支援へつなぐな
どの対応を行った。
産後ケア事業について、
宿泊型：32人、76回
デイサービス型：28人、83回
家庭訪問型：10人、13回
であった。利用人数は増加傾向
にある。

1 1 1

　妊婦支援の計画を立て
実施しているが、なかな
か連絡がつかず支援が計
画通りにできない場合が
ある。

子育て支援課
健康増進課

③スポーツ・レク
　リエーション活
　動への参加促進

　生涯を通じた健康の維持・増
進を図るために、誰もが気軽に
参加できるスポーツ・レクリ
エーション活動の普及に努めま
す。

　スポレクフェステ赤磐をコロ
ナ禍のため、規模縮小ながら開
催し、好評を得た。

　
　10/9スポレクフェステを午
前中開催し、運動体験や体力
チェックなどに約1900人が参
加し、スポーツに親しむきっか
けづくりにつながった。

　
　10/14にスポレクフェステ
を実施した。令和５年までは午
前中のみの開催であったが、開
催時間を延長し、コロナ前と同
じ規模で開催をした。運動体験
や体力チェックなどに約2,500
人が参加し、スポーツに親しむ
きっかけづくりにつながった。

1 1 1

　イベントの内容が毎年
同じものになっているた
め、内容を変えて参加者
の数を増やし、健康の維
持・増進を図る。

社会教育課
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基本目標３

（１）-②性と生殖に関する健康と権利の重要性の普及・啓発

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①性教育の推進と
　学習機会の充実

　児童・生徒を対象に実施して
いる、リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツに関する学習や、エ
イズ・性感染症に関する知識の
普及の充実を図ります。
　児童・生徒に対して、発達段
階に応じた性教育や保健に関す
る教育の充実を図ります。

　
　コロナウイルス感染症拡大防
止のため、小学校、中学校と連
携がとりにくく、一部の小・中
学校でのみ、妊婦体験や乳児ふ
れあい体験が実施できた。

　
　コロナウイルス感染症拡大防
止のため、小学校での妊婦体験
は実施せず、一部の中学校での
み、思春期学習やオンラインで
乳児ふれあい体験を実施した。

　
　性教育については、市内５中
学校で実施のアプローチした
が、すでに外部講師に依頼して
おり、健康増進課としては実施
ができなかった。中学校で外部
講師による性教育講演会を実施
しており、その中で性感染症に
関する内容は盛り込まれている
とのこと。保健では市内２小学
校にて、生命の誕生の授業で胎
児モデルを用いての説明、妊婦
体験等を実施した。（健康増進
課）

小・中学校では、児童・生徒の
発達段階に応じた性教育を学校
保健年間計画等に位置づけ、保
健学習が学級活動の保健指導等
で計画的に実施した。（学校教
育課）

2 2 2

　中学校での乳児ふれあ
い体験や小学校での出前
講座は実施しており、そ
の中で性教育や保健に関
する内容を盛り込んでい
く。各小・中学校と連携
をとりながら、教育課程
に沿った内容で実施方法
を工夫しながら、性教育
等の充実を図る必要があ
る。（健康増進課）新型
コロナ感染症が5類感染症
に移行したが、感染拡大
予防に心がける必要は継
続している。各小・中学
校と連携がとりやすいよ
うに開催方法を工夫しな
がら、性教育等行う必要
がある。（健康増進課）
学校外の人材（保健師・
助産師等）の協力を得な
がら、性教育等を行うこ
とを計画的に進めていき
たい。（学校教育課）

協働推進課
学校教育課
健康増進課

②不妊に悩む方へ
　の医療費の一部
　を助成

　不妊治療のうち医療保険が適
用されず、治療費が高額となる
体外受精や顕微授精（特定不妊
治療）について、経済的な負担
の軽減を図るため、岡山県の助
成制度に上乗せして医療費の一
部を助成します。

　
　不妊治療が保険適応になった
が、経過措置のため助成を継続
した。実１５件、延１６件

　
　不妊治療が保険適応になった
が、経過措置のため令和5年7
月31日まで助成を継続した
が、申請は０件であった。

　
　不妊治療が保険適応となり令
和5年7月31日で助成終了。

1 1 -

　不妊治療は妊娠までに
複数回の治療を受ける事
例も多く、保険診療で
あっても経済的負担が大
きいことから、令和7年4
月1日より岡山県が経費の
一部を助成。そのため、
他市町村の実施状況を確
認しながら、治療費の一
部助成を検討していく。

健康増進課

施策項目 施　策　内　容
施策内容に対する達成度

課題 担当課
実　施　状　況
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基本目標３

（２）さまざまな困難を抱える男女への支援

（２）-①ひとり親家庭等への自立支援

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①ひとり親家庭等の
　自立支援

　ひとり親家庭に対して、生活
や就労等の相談を行うととも
に、就業に向けた支援や児童扶
養手当の支給などの自立支援を
行います。

　母子父子自立支援員等による
相談、ハローワークと連携した
就労自立促進事業の支援等を
行った。また児童扶養手当、高
等職業訓練促進給付金の支給、
医療費の助成、福祉資金の貸付
を行い、ひとり親家庭等の自立
支援を行った。

　母子父子自立支援員等による
相談、ハローワークと連携した
就労自立促進事業の支援等を
行った。また児童扶養手当、高
等職業訓練促進給付金の支給、
医療費の助成、福祉資金の貸付
を行い、ひとり親家庭等の自立
支援を行った。

　母子父子自立支援員等による
相談、ハローワークと連携した
就労自立促進事業の支援等を
行った。また児童扶養手当、高
等職業訓練促進給付金の支給、
医療費の助成、福祉資金の貸付
を行い、ひとり親家庭等の自立
支援を行った。

1 1 1

　母子父子の自立に向け
た情報の提供など、様々
な制度について更なる広
報が必要である。

子育て支援課

（２）-②高齢者への支援

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①身近な地域での
　介護予防事業の
　充実

　高齢者が身近な地域で介護予
防に取り組めるよう、介護予防
事業の拡大・充実を図ります。

　「いきいき百歳体操の集い」
は、新型コロナの影響により休
止と再開を繰り返す中、包括職
員による会場訪問や、対策経費
の助成支援、また、ボランティ
アに対する意欲向上等を目的と
した介護予防ボランティアポイ
ント事業を行った。
　また、感染対策を講じた上
で、認知症カフェを開催し、閉
じこもりの防止を図った。

　「いきいき百歳体操の集い」
は、新型コロナの影響により休
止していた会場に対し、包括職
員による会場訪問や、対策経費
の助成支援、また、ボランティ
アに対する意欲向上等を目的と
した介護予防ボランティアポイ
ント事業を行うことで再開でき
た会場が増えた。
　また、感染対策を講じた上
で、認知症カフェを開催し、閉
じこもりの防止を図った。

　新型コロナウイルス感染症拡
大以降、休止していたいきいき
百歳体操の会場に対し、再開の
支援を行ったが、再開できな
かった会場もあった。一方、未
設置の地域に対する声かけ等を
行い、新たな会場設置に向けた
取組が進んだ。
　また、認知症カフェについて
も、各地域ごとで活動場所や内
容に工夫を行うことで活発な活
動が継続できている。

1 1 1

　加齢等を理由に、地域
で行っている介護予防の
会場に行けない人がいる
ため、新たな移動手段等
の検討が必要。

介護保険課

②地域包括ケアシス
　テムの構築・深化

　高齢者が住み慣れた地域で安
心して暮らし続けられるよう
に、「地域包括ケアシステム」
の構築・深化を図ります。

　
　住民の自主運営による「通い
の場」の立ち上げ・継続支援を
助成するとともに、住民相互に
よる支え合いの仕組みづくりを
目指し、ワークショップを開催
するなど住民の支え合いの体制
づくりを行った。

　
　住民の自主運営による「通い
の場」の立ち上げ・継続支援を
助成するとともに、住民相互に
よる支え合いの仕組みづくりを
目指し、ワークショップや活動
の場への訪問支援など住民の支
え合いの体制づくりを行った。

　
　地域住民の特技を生かした新
たな内容を取り入れた「通いの
場」の立ち上げが出来ている。
　また、地域住民間での相互扶
助の意識により支え合いの仕組
みづくりが進んでいる地域への
後方支援を行った。

1 1 1

　ボランティアといった
担い手の高齢化が進んで
いる中、担い手の特技や
意欲を生かした通いの場
の設置に向けた取組が必
要。

介護保険課

施策項目 施　策　内　容

施策項目 施　策　内　容
施策内容に対する達成度

施策内容に対する達成度

課題 担当課

課題 担当課

実　施　状　況

実　施　状　況
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基本目標３

③ひとり暮らし高齢
　者の孤立防止

　ひとり暮らし高齢者が社会か
ら孤立することなく地域で安心
して暮らせるように、地域の見
守り体制の構築、訪問活動の推
進、外出機会の増加などを図り
ます。

　
　社会福祉協議会へ委託を行っ
ている生活支援コーディネー
ターと協働することで、住民相
互による支え合いの仕組みづく
りを目指し、ワークショップ等
を開催した。
　高齢者の交流の場として、い
きいき百歳体操の集いを展開
し、住民同士の見守り体制の構
築を図るとともに、高齢者の異
変などに早期発見・早期対応で
きるよう地域見守りネットワー
ク事業を推進した。

　
　高齢者が安心して暮らせる地
域づくりを目指して、民生委員
による一人暮らし高齢者の調査
や緊急連絡カードの作成を実施
した。

　
　高齢者が安心して暮らせる地
域づくりを目指して、民生委員
による一人暮らし高齢者の調査
や緊急連絡カードの作成を実施
した。（社会福祉課）

1 1 1

　支え合いの地域づくり
を目指し、フォーラムな
ど開催するも、若い世代
の参加が少ない現状があ
る。幅広い年齢層の市民
が参加できる内容や発信
方法について検討する必
要がある。
　民生委員に限らず誰も
が高齢者を温かく見守
り、声掛けのできる地域
づくりが必要である。
（社会福祉課）

介護保険課
社会福祉課

④相談、権利擁護
　事業の実施

　地域包括支援センターを中心
に、高齢者やその家族に対して
きめ細やかな相談や権利擁護事
業を実施します。

　権利擁護支援の中核である
「あかいわ成年後見サポートセ
ンター」を設置し、成年後見制
度等に対する相談支援体制の強
化及び普及啓発を図った。

　権利擁護支援の中核である
「あかいわ成年後見サポートセ
ンター」による成年後見制度等
に対する相談支援体制の充実及
び市民後見人と共同して街頭啓
発を図った。

　権利擁護支援の中核である
「あかいわ成年後見サポートセ
ンター」による無料法律相談会
の実施や成年後見制度に関する
啓発、相談窓口の周知を目的と
した街頭啓発を行った。

1 1 1

　複合的な問題（生活困
窮、障害など）を抱える
高齢者の相談に対応する
ため、他の関係機関との
連携強化が必要である。

介護保険課
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基本目標３

（２）-③障害者への支援

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①障害福祉サービス
　等の充実

　障害者が地域で自立して生活
を送ることができるように、在
宅福祉サービスの充実を図りま
す。

　
　自立支援給付や各種地域生活
支援事業を中心とした総合的な
サービスを実施した。更新時に
は利用者や相談支援事業所か
ら、サービスの内容や支給量を
聞き取り適正なサービス支給に
努めた。　　　　　　　　ま
た、子ども・障がい者相談支援
センターをはじめとする関係機
関との連携を図った。

　
　自立支援給付や各種地域生活
支援事業を中心とした総合的な
サービスを実施した。
　相談支援専門員からの聴き取
り、他課や子ども・障がい者相
談支援センターと連携し、情報
共有することで適正なサービス
支給に努めた。

　
　自立支援給付や各種地域生活
支援事業を中心とした総合的な
サービスを実施した。
　相談支援専門員からの聴き取
り、他課や子ども・障がい者相
談支援センターと連携し、情報
共有することで適正なサービス
支給に努めた。
 また、事業所向けに虐待防止研
修を実施した。

1 1 1

　事業所が実施するサー
ビスの質の向上が課題で
ある。令和３年度より虐
待に対する取り組みが義
務化され、より適切な
サービス利用につながる
よう相談支援事業所の利
用を促進し、関係機関と
の連携の強化を図る必要
がある。

社会福祉課

　
　市のホームページに掲載し、
周知・啓発した。
　赤磐市障害者自立支援協議会
において、共生社会の実現に向
けた協議、研修、啓発を実施し
た。
　市役所内では、平成２８年４
月に定めた「赤磐市における障
害を理由とする差別の解消を促
進するための職員対応要領」に
より対応した。（社会福祉課）

　
　市のホームページに掲載し、
周知・啓発した。
　赤磐市障害者自立支援協議会
において、障害があっても安心
して暮らせるまちづくりの実現
に向けた協議を実施した。障害
や障害者を各種団体に知っても
らう機会を積極的に設けた。
　市役所内では、平成２８年４
月に定めた「赤磐市における障
害を理由とする差別の解消を促
進するための職員対応要領」に
より対応した。（社会福祉課）

　市のホームページに掲載し、
周知・啓発した。
　赤磐市障害者自立支援協議会
において、障害があっても安心
して暮らせるまちづくりの実現
に向けた協議を実施した。障害
や障害者を各種団体に知っても
らう機会を積極的に設けた。
　市役所内では、平成２８年４
月に定めた「赤磐市における障
害を理由とする差別の解消を促
進するための職員対応要領」に
より対応した。（社会福祉課）

1 1 1

　令和2年3月に「障害者活躍
推進計画」を策定し、障害のあ
る職員を含むすべての職員が働
きやすい職場づくりに向けて取
り組んでいる。（総務課）

　令和2年3月に「障害者活躍
推進計画」を策定し、障害のあ
る職員を含むすべての職員が働
きやすい職場づくりに向けて取
り組んでいる。（総務課）

　令和７年3月に「障害者活躍
推進計画」を策定し、障害のあ
る職員を含むすべての職員が働
きやすい職場づくりに向けて取
り組んでいる。（総務課）

1 1 1

②市全域における
　「障害者差別解
　消法」の取組の
　推進

　民間事業者などに「障害者差
別解消法」に基づく不当な差別
的扱いの禁止と合理的配慮の提
供について周知・啓発します。
　また、市民に対して「障害者
差別解消法」の趣旨を啓発し、
共生社会の実現に向けた市民一
人ひとりの取り組みを促進しま
す。
　市役所内では、「障害者差別
解消法」に基づき、日常生活や
社会生活を送るうえでの障壁と
なるものを取り除きます。

社会福祉課
総務課

　共生社会に対する理解
が深まるよう啓発方法を
工夫し、取り組みを広め
ていく必要がある。

施策項目 施　策　内　容
施策内容に対する達成度

担当課課題
実　施　状　況
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基本目標３

（３）女性視点を反映した地域の防災力の向上

（３）-①男女のニーズの違いを踏まえた災害対応についての啓発

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①災害対応につい
　て、全職員に対
　する理解の促進

　災害発生時には、全職員が対
応することが必要となるため、
日常的、定期的に、各種会議、
研修等あらゆる場と機会を活用
し、男女のニーズの違いを踏ま
えた災害対応について職員の理
解を深めます。

　総合防災訓練や土のう訓練
（新人研修）に男女共に参加し
てもらうことで防災に対する意
識の高揚を図った。

　土のう訓練（新人研修）や水
害対応訓練に男女共に参加して
もらうことで防災に対する意識
の高揚を図った。

　土のう訓練（新人研修）や水
害対応訓練に男女共に参加して
もらうことで防災に対する意識
の高揚を図った。 3 3 3

　職員に対する災害訓練
等の機会が少ないため、
まずその機会を作る必要
がある。

くらし安全課

②男女のニーズの
　違いを踏まえた
　災害対応につい
　ての啓発

　男女のニーズの違いを踏まえ
た災害対応について、参画型・
体験型の学習機会を提供するな
どして、性別、年齢等にかかわ
らず、多様な市民が自主的に考
える機会を設けます。

　男女共同参画セミナーとし
て、防災に関するセミナーを開
催し、男女ともに多くの方に参
加いただいた。

　避難所運営マニュアルに、女
性マイノリティに配慮した改訂
を行い、職員に周知した。（く
らし安全課）

　地区、学校、福祉施設を対象
としてダンボールベッド、簡易
トイレなどの体験をふまえた防
災出前講座を実施した。 2 2 2

　男女共同参画セミナー
に、災害対応について考
える機会を取り入れるよ
う努力する。

くらし安全課
協働推進課

担当課
施策内容に対する達成度実　施　状　況

施策項目 施　策　内　容 課題
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基本目標３

　防災士の推薦において、区長
になるべく女性を推薦するよう
に呼びかけを行った。

　防災士の推薦において、区長
になるべく女性を推薦するよう
に呼びかけを行った。

　防災リーダー育成事業として
防災士の資格取得補助を行い
20名中４名の女性が防災士と
なった。

3 3 3

　防災士の推薦ではまず
男性が選ばれるため、区
長等に女性を積極的に推
薦するようにさらに呼び
かける必要がある。（く
らし安全課）

　女性消防団員は、J2岡山ファ
ジアーノとコラボし岡山駅構内
のモニターで消防団募集を呼び
掛けるなどの活動をした。

　
　消防フェス、街頭広報等で女
性防火クラブの活動を目にする
機会を設けた。

　
　消防フェス、街頭広報等で女
性消防団や女性防火クラブの活
動を目にする機会を設けた。

2 2 2

　一般女性団員の人数は
増加傾向にあるものの女
性の能力を発揮しやすい
女性部の団員数は横ばい
となっている。よって今
後、女性部団員の積極的
な募集が必要である。今
回は増員したものの新た
な取り組みをしていない
ため評価は２とする。
（消防総務課）
女性防火クラブについ
て、高齢化や社会情勢に
よりクラブ員数が減少、
令和6年度は19人減。ク
ラブ員数の減少阻止、新
規獲得に努める必要があ
る。
（予防課）

④女性消防団員が能
　力を発揮できる環
　境の整備

　消防団活動の担い手として重
要な役割を果たす女性消防団員
について、女性の能力が発揮で
きるよう環境整備を行います。

　
　女性消防団員数に減少があっ
た。岡山県主催の行事に参加し
たり、公益財団法人日本消防協
会の発行の雑誌に活動記事を掲
載してもらい女性が活躍してい
る消防団をアピールした。

　
　岡山県女性消防団員・若手消
防団員研修会と全国女性消防団
員活性化石川大会へ参加した。

　
　岡山県女性消防団員・若手消
防団員研修会に参加した。（こ
の研修会は防災に関わる広報活
動の実績や防災寸劇が発表され
る研修会で、女性団員が活躍し
ている場である。）

2 2 2

　女性団員が能力を発揮
する場として防災や救命
の普及活動が挙げられ
る。このような場を設け
ることが環境整備にあた
るため、他部署と連携し
て女性部の活動の場を増
やす必要がある。今回、
予算の都合上、栃木県開
催の全国女性消防団員活
性化大会には不参加のた
め活動の場をつくれな
かったことから評価は２
とする。

消防総務課

③女性消防団員、女
　性防火クラブ員、
　女性防災士の確保
　の拡大

　女性の視点に立った災害対応
について周知・啓発するため、
女性消防団員及び女性防火クラ
ブ員、女性防災士の確保に努め
ます。

消防総務課
予防課

くらし安全課
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基本目標３

（３）-②男女のニーズの違いに配慮した物資の備蓄

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①男女のニーズの
　違いに配慮した
　物資の備蓄

　男女のニーズの違いや子育て
家庭等のニーズに配慮し、女性
用品、乳幼児用品等の必要とさ
れる物資について、あらかじめ
一定程度を備蓄します。

　県の目標数値をもとに生理用
品、液体・粉ミルクの備蓄に行
い目標数量を確保した。

　県の目標数値をもとに生理用
品、液体・粉ミルクの備蓄を行
い目標数量を確保した。

　県の目標数値をもとに生理用
品、液体・粉ミルクの備蓄を行
い目標数量を確保した。

2 2 2

　乳幼児の便の衛生管理
に対する取り決めや物資
が不足しているため、さ
らに備蓄計画を進めてい
く必要がある。

くらし安全課

②市民に対する
　備蓄の必要性
　の周知徹底

　個々人によってニーズが異な
る食料、生活必需品等について
は、市が備蓄している女性用品
や乳幼児用品等についての品
目、量、備蓄場所を可能な限り
住民に対し示すとともに、各人
の備えを促します。

　女性用品や乳幼児用品等につ
いは地域防災計画へ記載し公表
している。また防災講座等で備
蓄品について説明する際にはこ
れらの用品の備蓄を促した。

　女性用品や乳幼児用品等につ
いは地域防災計画へ記載し公表
している。また防災講座等で備
蓄品について説明する際にはこ
れらの用品の備蓄を促した。

　女性用品や乳幼児用品等につ
いは地域防災計画へ記載し公表
している。また防災講座等で備
蓄品について説明する際にはこ
れらの用品の備蓄を促した。 2 2 2

　ＨＰ等で公表はしてい
るが、住民への周知がま
だ不十分なため防災講座
等で周知に努める必要が
ある。

くらし安全課

担当課施策項目 施　策　内　容 課題
施策内容に対する達成度実　施　状　況
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基本目標４

 基本目標４　男女間のあらゆる暴力を根絶する地域社会づくり

（１）暴力を防ぐ環境づくりの推進

（１）-①暴力の発生予防の推進

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

②デートＤＶの啓発

　主に若年層を対象に、広報紙
やホームページ、人権学習の機
会などを活用して、デートＤＶ
の加害者にも被害者にもならな
いようにするための啓発を行い
ます。

　
　公共施設の女性トイレ等に
DV相談カードの設置及び広報
紙やホームページでの相談窓口
の周知を図った。また、女性に
対する暴力をなくす運動期間中
(11月12日～25日)及び児童虐
待防止推進月間(11月)の啓発の
一環として、期間中に、啓発物
品を各公的施設窓口に設置する
とともに、パープルリボン×オ
レンジリボンツリーを市役所正
面玄関前に設置した。

　
　公共施設の女性トイレ等に
DV相談カードの設置及び広報
紙やホームページでの相談窓口
の周知を図った。また、女性に
対する暴力をなくす運動期間中
(11月12日～25日)及び児童虐
待防止推進月間(11月)の啓発の
一環として、期間中に、啓発物
品を各公的施設窓口に設置する
とともに、パープルリボン×オ
レンジリボンツリーを市役所正
面玄関前に設置した。

　
　公共施設の女性トイレ等に
DV相談カードの設置及び広報
紙やホームページでの相談窓口
の周知を図った。また、女性に
対する暴力をなくす運動期間中
(11月12日～25日)及び児童虐
待防止推進月間(11月)の啓発の
一環として、期間中に、啓発物
品を各公的施設窓口に設置する
とともに、パープルリボン×オ
レンジリボンツリーを本庁市民
コーナーに設置した。

1 1 1

　広報紙を活用して情報発
信しているが、広報紙を読
んでいる年代に偏りがあ
る。
　ホームページ・SNS等を
より活用して、随時情報を
発信していく。
　相談窓口の周知の工夫に
取り組む。

協働推進課
社会教育課
学校教育課

　各機関が連携した戦略的
な啓発活動が必要である。
　今後、関係するチラシ等
を協働推進課のホームペー
ジに掲載し、随時情報を発
信していく。

協働推進課
商工観光課

1 1

施策内容に対する達成度

1

施策項目 施　策　内　容

①広報・啓発の充実

　市民や企業を対象に、広報紙
やホームページ、その他の様々
な手段や機会を活用して、Ｄ
Ｖ、セクシュアル・ハラスメン
ト、ストーカー、性犯罪などあ
らゆる差別や暴力を許さない意
識を高めるための啓発を行いま
す。

　
　啓発資料を窓口等へ設置し、
情報提供を行った。
　公共施設の女性トイレ等に
DV相談カードの設置及び広報
紙やホームページでの相談窓口
の周知を引き続き図った。
　また、「女性に対する暴力を
なくす運動」期間中(11月12日
～25日)及び児童虐待防止推進
月間(11月)の啓発の一環とし
て、期間中に、啓発物品を各公
共施設窓口に設置するととも
に、パープルリボン×オレンジ
リボンツリーを本庁市民コー
ナーに設置した。

担当課課題

　
　啓発資料を窓口等へ設置し、
情報提供を行った。
　公共施設の女性トイレ等に
DV相談カードの設置及び広報
紙やホームページでの相談窓口
の周知を図った。また、女性に
対する暴力をなくす運動期間中
(11月12日～25日)及び児童虐
待防止推進月間(11月)の啓発の
一環として、期間中に、啓発物
品を各公的施設窓口に設置する
とともに、パープルリボン×オ
レンジリボンツリーを本庁玄関
前付近に設置した。

　
　啓発資料を窓口等へ設置し、
情報提供を行った。
　公共施設の女性トイレ等に
DV相談カードの設置及び広報
紙やホームページでの相談窓口
の周知を図った。また、女性に
対する暴力をなくす運動期間中
(11月12日～25日)及び児童虐
待防止推進月間(11月)の啓発の
一環として、期間中に、啓発物
品を各公的施設窓口に設置する
とともに、パープルリボン×オ
レンジリボンツリーを市役所正
面玄関前に設置した。

実　施　状　況
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基本目標４

③加害者への教育
　や指導の充実

　国や民間団体による加害者へ
の教育や指導についての取り組
みを情報収集するとともに、関
係機関と連携した取り組みの推
進を図ります。

　
　国や県、女性相談所等の関係
機関による通知やチラシ、パン
フレット等や新聞やインター
ネット等のメディアで情報収集
するとともに、赤磐市DV被害
者等相談支援ネットワーク連絡
会議（庁内連携組織）等の関係
機関の会議において情報共有を
行い、連携した取り組みの推進
を図った。

　
　国や県、女性相談所等の関係
機関による通知やチラシ、パン
フレット等や新聞やインター
ネット等のメディアで情報収集
した。

　
　国や県、女性相談所等の関係
機関による通知やチラシ、パン
フレット等や新聞やインター
ネット等のメディアで情報収集
した。 1 1 1

　
　赤磐市DV被害者等相談
支援ネットワーク連絡会議
（庁内連携組織）等の関係
機関の会議において情報共
有、意見交換等を行い、連
携した取り組みの推進を行
う。

協働推進課

④自主防犯活動へ
　の支援

　青少年への性犯罪などを防止
するために、関係機関と連携・
協力し、地域自主防犯組織の育
成と活動支援を行います。

　新型コロナウイルスの感染拡
大防止のため連絡会は実施でき
なかったが、犯罪発生状況等の
情報の共有や自主防犯団体活動
に必要な物資は支給した。ま
た、１０月には自主防犯団体の
集いを開催した。

　10月に「自主防犯団体の集
い」を開催し、赤磐警察署生活
安全課による防犯講話を行い、
総ての現自主防犯団体には活動
物資を支給した。

　
　10月に「自主防犯団体の集
い」を開催し、赤磐警察署生活
安全課による防犯講話を行い、
総ての現自主防犯団体には活動
物資を支給した。

3 2 2
不審者に関する情報など、
緊急時に迅速に関係機関と
連携していく必要がある。

くらし安全課

（１）-②ストーカー、性犯罪等の防止

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①広報・啓発

　女性が主な被害者となるス
トーカーや性犯罪などは男女共
同参画社会の実現を妨げる要因
であり、また重大な人権侵害で
あることを、広報紙やホーム
ページ、その他の様々な手段や
機会を活用して啓発します。

　
　啓発資料を窓口等へ設置し、
情報提供を行った。
　女性に対する暴力をなくす運
動期間中(11月12日～25日)及
び児童虐待防止推進月間(11月)
期間中に実施されたイベントで
人権コーナーを設置し、リーフ
レットを配布した。

　
　啓発資料を窓口等へ設置し、
情報提供を行った。
　女性に対する暴力をなくす運
動期間中(11月12日～25日)及
び児童虐待防止推進月間(11月)
期間中に実施されたイベントで
人権コーナーを設置し、リーフ
レットを配布した。

　
　啓発資料を窓口等へ設置し、
情報提供を行った。
　女性に対する暴力をなくす運
動期間中(11月12日～25日)及
び児童虐待防止推進月間(11月)
期間中に、啓発物品を各公的施
設窓口に設置するとともに、
パープルリボン×オレンジリボ
ンツリーを本庁市民コーナーに
設置し啓発した。

1 1 1

　各機関が連携した戦略的
な啓発活動が必要である。
　今後、関係するチラシ等
を協働推進課のホームペー
ジに掲載し、随時情報を発
信していく。

協働推進課
関係各課

担当課
施策内容に対する達成度

施策項目 課題施　策　内　容
実　施　状　況
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基本目標４

（２）相談・支援体制の充実

（２）-①相談体制の充実

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

①相談窓口の周知

　「ＤＶ相談窓口周知用カー
ド」を市内公共施設や医療機
関、商業施設等へ設置し、相談
窓口の周知拡大を図ります。

　公共施設の女性トイレ等に
DV相談カードの設置及び広報
紙やホームページでの相談窓口
の周知を図った。また、女性に
対する暴力をなくす運動期間中
(11月12日～25日)及び児童虐
待防止推進月間(11月)の啓発の
一環として、期間中に、啓発物
品を各公的施設窓口に設置する
とともに、パープルリボン×オ
レンジリボンツリーを市役所正
面玄関前に設置した。

　公共施設の女性トイレ等に
DV相談カードの設置及び広報
紙やホームページでの相談窓口
の周知を図った。また、女性に
対する暴力をなくす運動期間中
(11月12日～25日)及び児童虐
待防止推進月間(11月)の啓発の
一環として、期間中に、啓発物
品を各公的施設窓口に設置する
とともに、パープルリボン×オ
レンジリボンツリーを本庁玄関
付近に設置した。

　公共施設の女性トイレ等に
DV相談カードの設置及び広報
紙やホームページでの相談窓口
の周知を図った。また、女性に
対する暴力をなくす運動期間中
(11月12日～25日)及び児童虐
待防止推進月間(11月)の啓発の
一環として、健康増進課とコラ
ボして期間中に、啓発物品を各
公的施設窓口に設置するととも
に、パープルリボン×オレンジ
リボンツリーを本庁市民コー
ナーに設置した。

1 1 1

　広報紙を活用して情報発
信しているが、広報紙を読
んでいる年代に偏りがあ
る。
　ホームページ・SNS等を
より活用して、随時情報を
発信していく。

協働推進課

　弁護士による無料法律相談や
人権擁護委員によるなやみごと
相談等の開催による相談体制の
充実を図ります。
また、被害を受けた方が相談し
やすい環境整備に努めます。

　市主催で、弁護士による無料
法律相談や、人権擁護委員や行
政相談委員によるなやみごと・
行政相談の開催等、関係機関と
の連携による相談体制を推進
し、適切な対応・指導に努めて
いる。

　市主催で、弁護士による無料
法律相談や、人権擁護委員や行
政相談委員によるなやみごと・
行政相談の開催等、関係機関と
の連携による相談体制を推進
し、適切な対応・指導に努めて
いる。

　市主催で、弁護士による無料
法律相談や、人権擁護委員や行
政相談委員によるなやみごと・
行政相談の開催等、関係機関と
の連携による相談体制を推進
し、適切な対応・指導に努めて
いる。

1 1 1

　市主催の無料法律相談
は、回数に制限があるた
め、継続的支援するにあた
り、法テラスの利用につい
て情報提供を行うなど周知
に努める。

協働推進課

　母子父子自立支援員・家庭児
童相談員の相談窓口への配置
や、子育てのちょっとした不安
や悩み、また障害に関する相談
が気軽にできる「りんくステー
ション（子ども・障がい者相談
支援センター）」など関係機関
との連携による相談体制の充実
を図ります。

　母子父子自立支援員や家庭相
談員を配置し、相談体制の充実
を図った。
　関係機関と連携して相談体制
の充実を図ります。

　相談内容が多様化、複雑化す
る傾向が増加しており、研修や
情報収集から連携先を広げるこ
とにより、より専門的な相談支
援体制の充実を図った。（社会
福祉課）

　相談内容が多様化、複雑化す
る傾向が増加しており、研修や
情報収集から連携先を広げるこ
とにより、より専門的な相談支
援体制の充実を図った。（社会
福祉課）
子ども家庭センターを設置し、
相談体制の充実を図った。（子
育て支援課、健康増進課）

1 1 1

　相談月により、相談者の
人数に偏りがある。また、
複数回相談に訪れている人
もいる。相談できる場の広
報・ＰＲ方法について考
え、積極的な周知に努め
る。

子育て支援課
社会福祉課
健康増進課

　市役所内関係課によるＤＶ等
相談支援ネットワーク連絡会議
において、相談体制の充実方法
などについて検討します。

　市役所内の関係各課による
DV等相談支援ネットワーク連
絡会議を開催し、各課の連携を
強化し相談体制の充実を図っ
た。

　市役所内の関係各課による
DV等相談支援ネットワーク連
絡会議を開催できなかったが、
案件ごとに担当課と連携し対応
にあたった。

　市役所内の関係各課による
DV等相談支援ネットワーク連
絡会議を開催し、各課の連携を
強化し相談体制の充実を図っ
た。

1 2 1

　各機関の役割・機能を明
確にし、日頃から連携をし
ていくことで、相談しやす
い体制の充実に努める。

協働推進課
関係各課

担当課課題

②相談体制の充実

施策項目 施　策　内　容
施策内容に対する達成度実　施　状　況
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基本目標４

（２）-②支援体制の充実

4年度 5年度 6年度 4年度 5年度 6年度

　被害者等の緊急一時保護や自
立に向けて、岡山県女性相談所
や警察等の関係機関と連携し、
ＤＶ防止法に基づく支援等を行
うとともに、避難施設等に関す
る情報の収集に努めます。

　相談内容に応じて、関係機関
及びＤＶ等相談支援ネットワー
ク連絡会議の関係各課と連携し
て適切に対応した。

　相談内容に応じて、関係機関
及びＤＶ等相談支援ネットワー
ク連絡会議の関係各課と連携し
て適切に対応した。

　相談内容に応じて、関係機関
及びＤＶ等相談支援ネットワー
ク連絡会議の関係各課と連携し
て適切に対応した。

1 1 1

　支援には関係課、関係機
関との連携が重要である。
DV等相談支援ネットワー
ク連絡会議の運用面で迅速
に対応するために連絡を密
に行っていく。

協働推進課
関係各課

　住民基本台帳事務における
DV・ストーカー・児童虐待等
の被害者の保護のための支援を
行います。

　
　ＤＶ等支援措置対象者につい
ては、支援措置を決定した際、
市民課市民サービス班より文書
で関係部署に通知し、情報共有
を行った。

　ＤＶ等支援措置対象者につい
ては、支援措置を決定した際、
市民課市民サービス班より文書
で関係部署に通知し、情報共有
を行った。

　
　ＤＶ等支援措置対象者につい
ては、支援措置を決定した際、
市民課市民サービス班より文書
で関係部署に通知し、情報共有
を行った。

1 1 1

　支援措置申出、相談件数
ともに増加傾向にある。複
雑なケースもあるため、関
係部署と協力し、慎重に対
応する必要がある。

市民課

施策内容に対する達成度
課題 担当課

①ＤＶ被害者等へ
　の支援

施策項目 施　策　内　容
実　施　状　況
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